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一
　
序

　
成
年
後
見
制
度
に
関
し
、
世
界
各
国
が
抱
え
る
問
題
を
端
的
に
言
え
ば
、
認
知
症
・
精
神
障
害
・
知
的
障
害
等
を
有
す
る
人
々
を
、
判

断
能
力
が
不
十
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
誤
っ
た
意
思
決
定
を
す
る
存
在
と
み
な
し
、
彼
ら
を
「
保
護
」
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
第
三
者

が
「
正
し
い
」
意
思
決
定
を
行
う
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
脆
弱
な
状
況
に
あ
る
人
々
の
行
為
能
力
を
制
限
し
、
本
人
の
意
思
決
定
か
ら
他

で
も
な
い
本
人
自
身
を
排
除
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
意
思
決
定
が
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る

人
々
を
、
彼
ら
自
身
の
意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
排
除
せ
ず
、
常
に
そ
の
中
心
に
在
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
法
制
度
が

整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

　
こ
う
し
た
疑
問
と
対
峙
す
る
に
あ
た
り
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
と
な
る
の
は
、
障
害
者
権
利
条
約
一
二
条
の
内
容
を
い
か
に
実
現
す
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
条
は
、
締
約
国
に
対
し
て
、
一
般
的
意
見
第
一（
1
）号パ
ラ
グ
ラ
フ
三
に
い
う
、「
支
援
付
き
意
思
決
定
に
基

づ
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
移
行
」
を
求
め
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
成
年
後
見
制
度
は
、
精
神
上
の
障
害
を
理
由
と
す
る
事
理
弁
識
能
力
の
程
度
に
応
じ
て
行
為
能
力
を
制
限

す
る
形
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
制
度
改
革
は
避
け
ら
れ
な
い
。
意
思
決
定
ス
キ
ル
の
減
退
は
、
法
的
能
力
を
制
限
し
、
そ
の
意
思
決
定
を

代
行
す
る
と
い
う
手
段
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
同
条
三
項
が
示
す
よ
う
に
、「
必
要
と
す
る
支
援
を
利
用
す
る
機
会
を
提
供
す
る
」
こ
と

に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
わ
が
国
の
法
定
後
見
制
度
に
お
い
て
、
支
援
に
最
も
近
い
形
態
と
し
て
、
補
助
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
一
九
九
九
年
改
正
の
趣

旨
は
、
自
己
決
定
の
尊
重
・
残
存
能
力
の
活
用
・
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
三
つ
の
理
念
と
本
人
保
護
の
理
念
と
の
調
和
に

あ
っ（
2
）た。

と
り
わ
け
、
補
助
は
、
補
助
開
始
審
判
の
申
立
て
に
つ
き
本
人
の
同
意
を
要
件
と
し
、
補
助
の
内
容
及
び
範
囲
を
全
面
的
に
当
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事
者
の
申
立
て
に
よ
る
選
択
に
委
ね
る
制
度
と
し
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
か（
3
）ら、
改
正
の
目
玉
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
補
助
人
に
取
消
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
矛
盾
が
存
す
る
。「
障
害
者
等
の
「
自
己
決
定
の
尊
重
」
と
い
う
こ
と
と
、
保

護
者
の
同
意
権
を
担
保
す
る
「
取
消
権
」
確
保
と
い
う
こ
と
と
は
利
害
が
相
反
す
る
事
柄
で
あ
る
」
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ（
4
）る。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
二
〇
一
四
年
制
度
改
革
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
、「
支
援
制
度
（sistem

a de apoyos

）」
に
は
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
当
該
支
援
制
度
は
、
障
害
者
権
利
条
約
が
締
約
国
に
対
し
て
求
め
る
「
支
援
」
を
忠
実
に

具
体
化
し
た
法
制
度
だ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
当
該
分
野
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
世
界
各
国
と
比
較
し
て
も

最
も
進
ん
で
い
る
立
法
の
一
つ
と
し
て
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
「
支
援
制
度
」
に
焦
点
を
当
て
、
わ
が
国

の
補
助
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
年
後
見
制
度
の
改
革
の
方
向
性
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た（
5
）い。

二
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
支
援
制
度
の
概
要

㈠
　
二
〇
一
四
年
制
度
改
革

―
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
商
法
典
の
施
行

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
商
法
典
（Código Civil y Com

ercial de la N
ación

、
以
下
「
民
商
法
」
と
い
う
）
は
、
一
八
六
九
年
にD

alm
acio 

Vélez Sarsfield

に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
民
法
典
（
以
下
「
旧
ベ
レ
ス
民
法
」）
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
七
日
に
公
布
、

二
〇
一
五
年
八
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
法
典
で
あ
る
。

　
旧
ベ
レ
ス
民
法
に
お
い
て
、
人
の
能
力
は
「
あ
る
か
な
い
か
」
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
し
か
捉
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
分
類
は
疾

患
の
有
無
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
「
生
物
学
的
」
な
モ
デ
ル
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い（
6
）た。
し
た
が
っ
て
、
一
八
歳
未
満
の
未
成
年
者
、
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精
神
障
害
者
及
び
聾
啞
者
は
絶
対
的
無
能
力
者
と
さ
れ
（
旧
ベ
レ
ス
民
法
五
四
条
）、
そ
の
代
理
は
原
則
と
し
て
市
民
生
活
上
（vida civil

）

の
す
べ
て
の
行
為
に
及
ん
で
い
た
（
同
法
六
二
条
）。

　
そ
の
後
一
九
六
八
年
に
、「
最
初
の
緩
和
」
で
あ
る
能
力
喪
失
（Inhabilidad

）
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
導
入
さ
れ（
7
）た。
能
力
喪
失
者
に
は
、

習
慣
的
な
酩
酊
者
、
麻
薬
使
用
者
、
浪
費
者
及
び
精
神
障
害
者
で
な
い
能
力
減
退
者
が
含
ま
れ
る
（
同
法
一
五
二
条
の
二
）。
こ
れ
ら
の
者

は
、
財
産
管
理
に
つ
い
て
は
判
決
で
定
め
ら
れ
た
制
限
を
除
い
て
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
財
産
の
処
分
に
つ
い
て
は
保
佐
人
の
同

意
な
し
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
未
成
年
者
に
関
し
て
は
、
一
九
九
〇
年
に
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
以
下
、「
児
童
の
権
利
条
約
」）
を
批
准
し
た
こ
と
に
よ

り
、
二
〇
〇
五
年
に
は
「
少
年
、
少
女
及
び
青
年
の
権
利
の
完
全
な
保
護
に
関
す
る
法
律
（Ley N

acional 26.061 de Ley de Protección 

Integral de los D
erechos de N

iños, N
iñas y Adolescentes

）」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
児
童
の
権
利
条
約
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、「
無
能

力
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
身
体
及
び
財
産
に
関
し
て
、
未
成
年
者
と
み
な
」
さ
れ
、「
未
成
年
者
の
後
見
に
関
す
る
法
律
が
無
能
力

者
の
保
佐
に
適
用
さ
れ
る
」
こ
と
を
定
め
る
旧
ベ
レ
ス
民
法
四
七
五
条
を
介
し
、
未
成
年
法
制
の
み
な
ら
ず
、
成
年
後
見
法
制
に
も
及
ん

だ
の
で
あ（
8
）る。

　
こ
う
し
た
な
か
で
、
当
該
分
野
に
お
け
る
二
〇
一
四
年
制
度
改
革
の
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
支
援
制
度
の
創
設
で
あ
る
。
従
来
、
無

能
力
者
と
さ
れ
て
き
た
人
々
の
基
本
的
権
利
が
保
護
の
名
の
下
で
恣
意
的
に
制
限
さ
れ
て
き
た
と
い
う
反
省
か
ら
、
そ
の
改
正
を
追
求
し

て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ（
9
）る。
支
援
（apoyo

）
と
は
、
意
思
決
定
の
代
行
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
本
人
に
よ
る
意
思
決
定
を
支
援
す
る

た
め
の
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
行
為
能
力
制
限
の
リ
ス
ク
を
負
わ
ず
に
、
個
人
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
支
援
を
受
け
る
道
が

開
け
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
抜
本
的
な
改
革
は
、
二
〇
一
〇
年
に
公
布
さ
れ
た
精
神
保
健
法
（Ley N

acional 26.657 de Ley de Salud M
ental

）
の
影
響

を
大
い
に
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
同
法
に
お
い
て
残
さ
れ
た
課
題
を
解
決
し
、
障
害
者
権
利
条
約
へ
の
適
合
と
い
う
点
で
さ
ら
な
る
前
進
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を
見
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
、
日
本
民
法
の
観
点
か
ら
は
非
常
に
新
鮮
に
映
る
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
商
法
典
の
特
徴

を
形
作
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
商
法
の
各
条
文
に
は
精
神
保
健
法
の
規
定
が
凝
縮
し
た
形
で
現
れ
て
い
る
が
た
め

に
、
民
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
条
文
に
は
理
念
的
な
規
定
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
、
結
果
的
に
「
人
」
へ
総
合
的
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
姿
勢
が
民
法
に
お
け
る
法
律
関
係
の
「
人
格
化
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
語
に
お
い
て
述
べ
る

よ
う
に
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
後
見
法
及
び
家
族
法
の
最
近
の
潮
流
で
あ
る
。

㈡
　
法
的
能
力

1　

限
定
能
力
（capacidad restringida

）
と
無
能
力
（incapacidad

）
の
概
念

　
ま
ず
、
民
商
法
は
、
権
利
能
）
10
（

力
と
行
為
能
）
11
（

力
と
を
明
確
に
区
別
し
て
規
定
し
、
す
べ
て
の
人
が
い
ず
れ
の
能
力
を
も
有
す
る
と
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
と
り
わ
け
後
者
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
が
完
全
な
権
利
能
力
の
み
な
ら
ず
行
為
能
力
を
も
有
す
る
こ

と
を
明
記
し
た
点
が
、
重
要
な
改
正
点
で
あ
っ
）
12
（

た
。
こ
の
背
景
に
は
、
可
能
な
限
り
完
全
な
生
活
及
び
自
律
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
意
図

が
あ
っ
た
と
い
）
13
（

う
。

　
次
に
、
行
為
能
力
は
、
無
能
力
と
限
定
能
力
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
、
前
者
に
は
保
佐
人
が
、
後
者
に
は
支
援
人
が
選
任

さ
れ
る
。
わ
が
国
の
法
定
後
見
は
、
判
断
能
力
に
応
じ
て
三
類
型
に
振
り
分
け
る
設
計
で
あ
る
た
め
、
い
わ
ば
各
類
型
が
横
並
び
と
な
っ

て
い
る
。
一
方
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
商
法
に
お
い
て
は
、
無
能
力
は
、
支
援
（apoyo

）
が
意
味
を
な
さ
な
い
場
合
に
の
み
検
討
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
無
能
力
と
限
定
能
力
と
の
間
に
は
明
確
な
優
先
関
係
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
類
型
論
の
見
地
か
ら

す
れ
ば
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
成
年
後
見
制
度
が
二
類
型
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
表
現
は
些
か
正
確
性
を
欠
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
む
し

ろ
、
か
か
る
制
度
は
「
限
定
能
力
・
支
援
（apoyo

）」
に
一
元
化
さ
れ
て
お
り
、
極
め
て
例
外
的
な
場
合
に
の
み
「
無
能
力
・
保
佐
」
の

選
択
肢
を
考
慮
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
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⑴
　
限
定
能
力

　
民
商
法
三
二
条
に
よ
れ
）
14
（

ば
、「
裁
判
官
は
、
永
久
的
又
は
持
続
す
る
中
毒
又
は
精
神
の
変
化
を
患
う
一
三
歳
以
上
の
者
が
そ
の
完
全
な

能
力
の
行
使
に
よ
っ
て
身
体
又
は
財
産
に
損
害
を
与
え
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
者
が
特
定
の
行
為
を
す
る
た
め
の
能
力
を
限
定
す
る
こ
と

が
で
き
」、
か
か
る
「
特
定
の
行
為
」
に
関
し
て
、
裁
判
官
は
「
必
要
性
及
び
状
況
に
応
じ
て
合
理
的
配
慮
が
な
さ
れ
た
職
務
を
明
示
し

て
」
支
援
（apoyo
）
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　「
限
定
能
力
」
の
性
質
に
関
し
て
、
裁
判
例
で
は
、
特
定
の
行
為
に
つ
い
て
の
み
能
力
の
限
定
が
な
さ
れ
る
も
の
の
、
人
が
そ
の
能
力

を
保
つ
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
限
定
の
例
外
性
は
人
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
人
が
有
す
る
障
害
そ
れ
自
体
に
基
づ
く
も

の
で
は
な
く
（
主
観
的
基
準
）、
特
定
の
行
為
及
び
判
決
に
お
い
て
然
る
べ
く
具
体
化
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
客
観
的
基
準
）
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
）
15
（

る
。

　
し
た
が
っ
て
、
民
商
法
に
お
い
て
「
能
力
」
を
「
限
定
」
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
法
に
お
け
る
よ
う
に
、
本
人
が
被
後
見
人
・

被
保
佐
人
・
被
補
助
人
と
い
っ
た
制
限
行
為
能
力
者
と
な
り
意
思
決
定
代
行
機
関
に
服
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
特
定
の
行
為
に
つ
い

て
意
思
決
定
支
援
機
関
た
る
支
援
人
が
選
任
さ
れ
、
か
か
る
支
援
人
に
よ
っ
て
必
要
な
支
援
（apoyo

）
が
な
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
結

び
つ
く
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
使
用
す
る
「
限
定
能
力
」
は
、
日
本
法
の
「
制
限
行
為
能
力
」
概
念
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
。

　
⑵
　
無
能
力
（incapacidad

）

　
三
二
条
は
、
例
外
的
な
場
合
、
す
な
わ
ち
、
①
人
が
そ
の
環
境
と
の
相
互
作
用
が
絶
対
的
に
不
可
能
な
状
態
に
な
り
、
か
つ
②
い
か
な

る
形
態
、
手
段
又
は
様
式
に
よ
っ
て
も
意
思
表
現
が
絶
対
的
に
不
可
能
な
状
態
に
な
り
、
そ
し
て
③
支
援
制
度
が
役
に
立
た
な
い
場
合
に
、

保
佐
人
が
選
任
さ
れ
る
と
す
る
。
①
な
い
し
③
を
充
た
し
て
保
佐
人
が
選
任
さ
れ
る
場
合
と
は
、
昏
睡
状
態
又
は
そ
れ
に
類
似
し
た
状
態

を
い
）
16
（
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
判
決
で
は
、
あ
く
ま
で
も
「
部
分
的
な
」
無
能
力
が
宣
告
さ
れ
、
代
理
を
要
す
る
特
定
の
行
為
を
決
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定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
保
佐
人
に
対
し
て
当
然
に
包
括
的
な
代
理
権
が
授
与
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
）
17
（
い
。「
完
全
な
」
無
能
力
を

宣
告
す
る
こ
と
は
、
判
決
に
よ
っ
て
無
能
力
を
宣
告
さ
れ
た
者
が
そ
の
決
定
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
の
み
行
為
無
能
力
者
と
な
る

旨
を
規
定
す
る
二
四
条
⒞
項
に
違
反
し
、
か
つ
障
害
者
権
利
条
約
に
対
す
る
違
反
を
理
由
と
し
て
違
憲
で
あ
る
と
さ
れ
）
18
（
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
無
能
力
」
と
い
う
文
言
は
し
ば
し
ば
広
範
な
法
律
行
為
に
及
ぶ
行
為
能
力
の
剝
奪
を
連
想
さ
せ
る
き
ら
い
が
あ

る
が
、
民
商
法
に
お
け
る
「
無
能
力
」
は
、
わ
が
国
の
「
制
限
行
為
能
力
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
文
言
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2　

能
力
の
「
限
定
」
に
関
す
る
一
般
規
則

　
限
定
能
力
に
対
す
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
の
姿
勢
は
、
法
的
能
力
の
行
使
へ
の
制
限
が
六
つ
の
一
般
規
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
規
定
し
た
、
民
商
法
三
一
条
に
お
い
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

三
一
条
　
一
般
規
則
。
法
的
能
力
の
行
使
に
対
す
る
限
定
は
、
以
下
の
一
般
規
則
に
従
う
。 

⒜
　
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
も
、
人
の
一
般
的
行
為
能
力
は
推
定
さ
れ
る
。 

⒝
　
能
力
に
対
す
る
限
定
は
例
外
的
な
も
の
で
、
か
つ
常
に
同
人
の
利
益
の
た
め
に
課
さ
れ
る
。 

⒞
　
国
家
の
介
入
は
、
訴
訟
手
続
と
同
様
に
処
遇
（tratam

iento
）
に
お
い
て
も
、
常
に
学
際
的
な
性
質
を
有
す
る
。 

⒟
　
人
は
理
解
の
た
め
に
適
し
た
手
段
及
び
科
学
技
術
を
通
じ
て
情
報
を
受
け
取
る
権
利
を
有
す
る
。 

⒠ 

　
人
は
裁
判
扶
助
（asistencia letrada

）
と
共
に
訴
訟
手
続
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
。
か
か
る
援
助
は
、
資
力
が
欠
け
る
場
合
、
国
家
に

よ
っ
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⒡
　
権
利
及
び
自
由
の
制
限
が
少
な
い
治
療
に
関
す
る
選
択
が
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
「
障
害
者
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
差
別
排
除
の
た
め
の
米
州
条
約
（Convención Interam

ericana para la 

Elim
inación de Todas las Form

as de D
iscrim

inación contra las Personas con D
iscapacidad

）」
を
一
九
九
九
年
に
批
准
、
そ
の
後
、
障
害

者
権
利
条
約
を
二
〇
〇
六
年
に
批
准
（
二
〇
〇
八
年
法
令
第
二
六
三
七
八
号
の
公
布
に
よ
っ
て
国
内
的
に
発
効
）
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
障
害
者

の
法
的
能
力
及
び
権
利
行
使
に
関
す
る
分
野
の
改
正
が
義
務
付
け
ら
れ
）
19
（
た
。
か
か
る
経
緯
も
あ
っ
て
二
〇
一
〇
年
に
公
布
さ
れ
た
精
神
保

健
法
は
、「
す
べ
て
の
人
の
精
神
保
健
（salud m

ental

）
の
保
護
に
対
す
る
権
利
、
及
び
精
神
を
患
う
人
の
人
権
の
完
全
な
享
有
を
保
障

す
る
こ
と
」
を
そ
の
目
的
と
し
（
同
法
一
条
）、
民
商
法
三
一
条
は
、
限
定
能
力
の
一
般
規
則
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
精
神
保
健
法
を

踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
各
項
を
順
に
概
観
す
る
。

　
⒜
項
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
も
」
と
い
う
表
現
が
殊
更
に
明
記
さ
れ
た
理
由
は
、
歴
史
的
に
、
施
設
に
入
所
し
た

人
々
が
そ
の
個
人
的
権
利
へ
の
重
大
な
影
響
を
受
け
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
医
療
、
法
律
、
社
会
、
精
神
医
学
、
又
は
行
政
に
関
す
る
各

専
門
家
に
よ
っ
て
、「
入
所
」
と
「
無
能
力
」
と
が
自
動
的
に
同
一
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
施
設
へ
の
入
所
が
す
な
わ
ち
能
力

の
減
退
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
意
図
が
あ
っ
）
20
（

た
。

　
⒝
項
は
、
限
定
能
力
の
例
外
性
と
、
か
か
る
限
定
が
常
に
本
人
の
「
利
益
の
た
め
に
」
な
さ
れ
る
こ
と
に
言
及
す
る
。
こ
れ
は
障
害
者

権
利
条
約
一
二
条
四
項
に
お
け
る
「
法
的
能
力
の
行
使
に
関
連
す
る
措
置
が
、
障
害
者
の
権
利
、
意
思
及
び
選
好
を
尊
重
す
る
こ
と
」
と

の
規
定
を
踏
ま
え
、
い
か
な
る
場
合
に
も
法
的
能
力
が
権
利
の
尊
重
及
び
自
律
の
促
進
以
外
の
目
的
に
よ
っ
て
は
制
限
さ
れ
得
な
い
こ
と

を
意
味
し
て
お
り
、
か
か
る
理
念
は
、
支
援
（apoyo

）
の
職
務
と
は
「
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
、
自
律
を
促
進
す
る
こ
と
並
び
に
意

思
疎
通
、
理
解
及
び
意
思
表
示
を
容
易
に
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
す
る
民
商
法
四
三
条
の
規
定
に
も
表
れ
て
い
）
21
（

る
。

　
⒞
項
は
、
精
神
保
健
法
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な
改
正
、
す
な
わ
ち
精
神
保
健
（salud m

ental

）、
処
遇
（tratam

iento

）
及
び
法
的
能

力
の
制
限
・
限
定
に
関
す
る
判
断
は
、
精
神
医
学
の
見
地
か
ら
の
み
行
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
に
整
合
的
で
あ
）
22
（

る
。
精
神
保

健
法
は
、
今
日
、
精
神
保
健
（salud m

ental

）
が
、
様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
（
精
神
保
健
法
三
条
）、
人
の
能
力
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は
診
断
の
み
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
様
々
な
分
野
か
ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
同
法
五
条
）
こ
と
を
規
定
す
る
。
国

家
の
介
入
は
か
か
る
概
念
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
民
商
法
三
二
条
に
お
け
る
無
能
力
又
は
限
定
能
力
の
宣
告
、

及
び
保
護
機
関
の
選
任
に
関
す
る
判
決
と
い
っ
た
、
裁
判
上
の
介
入
の
み
な
ら
ず
、
民
商
法
四
一
条
、
四
二
条
及
び
精
神
保
健
法
七
条
が

規
定
す
る
施
設
へ
の
入
所
に
関
連
す
る
様
々
な
介
入
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
23
（
い
。

　
⒟
項
は
、
法
的
能
力
に
関
す
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
及
び
配
慮
に
お
い
て
は
、
意
思
疎
通
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
こ
と
か

ら
、
法
的
能
力
に
限
定
し
な
い
形
で
こ
れ
を
整
備
し
た
規
定
と
な
っ
て
い
）
24
（
る
。

　
⒠
項
が
定
め
る
一
般
規
則
は
、
民
商
法
三
六
条
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
三
六
条
は
、
本
人
が
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
で
あ
る

こ
と
を
認
め
、
当
事
者
た
る
本
人
に
弁
護
士
が
い
な
い
場
合
に
は
、
職
権
で
、
訴
訟
に
参
加
す
る
た
め
の
裁
判
扶
助
と
し
て
弁
護
士
を
任

命
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
。
そ
の
際
、
か
か
る
裁
判
扶
助
は
国
家
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
提
供
す

る
た
め
に
は
、
裁
判
官
と
本
人
と
で
行
わ
れ
る
個
人
面
接
（
三
五
条
）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
（
二
㈢
4
⑵
に
お
い
て
後
述
）。

　
⒡
項
は
、「
治
療
に
関
す
る
選
択
（alternativas terapéuticas

）」
と
い
う
文
言
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
の
間
に
採
ら
れ
る
他

の
い
か
な
る
措
置
を
も
含
め
た
広
範
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
ス
ペ
イ
ン
語
に
お
い
て
こ
の
文
言
に
複
数
形
が

用
い
ら
れ
る
理
由
も
、
法
的
能
力
を
制
限
す
る
訴
訟
の
み
な
ら
ず
、
施
設
へ
の
入
所
に
関
す
る
訴
訟
や
他
の
い
か
な
る
訴
訟
に
対
し
て
も

同
項
を
適
用
さ
せ
る
意
図
が
あ
る
た
め
で
あ
）
25
（
る
。

㈢
　
支
援
制
度
（sistem

a de apoyos
）

―
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
商
法
典
四
三
条
の
分
析

　
四
三
条
　
概
念
。
機
能
。
選
任
。
身
上
監
護
、
財
産
管
理
、
及
び
一
般
の
法
律
行
為
の
た
め
に
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
人
の
意
思
決
定

を
容
易
に
す
る
裁
判
上
又
は
裁
判
外
の
性
質
を
有
す
る
い
か
な
る
措
置
も
支
援
（apoyo

）
と
す
る
。

　
支
援
（apoyo

）
の
措
置
は
、
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
、
自
律
を
促
進
す
る
こ
と
並
び
に
意
思
疎
通
、
理
解
及
び
意
思
表
示
を
容
易
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に
す
る
と
い
う
機
能
を
有
す
る
。

　
本
人
は
、
支
援
（apoyo

）
と
し
て
一
人
又
は
複
数
の
信
頼
す
る
者
の
選
任
を
、
裁
判
官
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
官
は
選

任
の
範
囲
を
評
価
し
、
並
び
に
そ
の
起
こ
り
得
る
紛
争
又
は
不
当
な
影
響
に
関
し
て
同
人
の
保
護
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
定

は
支
援
（apoyo

）
の
措
置
の
基
礎
及
び
資
格
を
明
ら
か
に
し
、
必
要
な
ら
ば
決
定
は
身
分
及
び
人
の
能
力
の
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

1　

支
援
（apoyo
）
の
概
念
（
民
商
法
四
三
条
第
一
項
）

　
四
三
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
本
人
の
意
思
決
定
に
便
宜
を
与
え
る
措
置
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
措
置
で
あ
っ
て
も
支
援
（apoyo

）
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
性
質
も
裁
判
上
で
あ
る
か
裁
判
外
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
及
び
、
法
分
野
を
超
え
、「
自
ら
選

択
す
る
自
由
（
障
害
者
権
利
条
約
三
条
）」
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
）
26
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
支
援
（apoyo

）
と
は
「
措
置
」
自

体
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
支
援
（apoyo
）
の
具
体
的
内
容
及
び
そ
れ
を
行
う
支
援
人
（
法
人
を
含
む
）
の
選
任
は
、「
措
置
」
を
構
成

す
る
要
素
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
両
者
を
合
わ
せ
て
「
支
援
（apoyo

）
の
決
定
」
と
呼
称
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
支
援
（apoyo

）
の
代
理
機
能
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
支
援
（apoyo

）
は
「
強
度
の

支
援
（apoyo intenso

）」
と
も
呼
ば
れ
、
一
〇
一
条
⒞
項
に
お
い
て
、「
限
定
能
力
者
の
場
合
、
判
決
に
従
っ
て
特
定
の
行
為
の
た
め
の

代
理
を
す
る
時
は
、
選
任
さ
れ
た
一
人
又
は
複
数
の
支
援
（apoyo
）」
が
代
理
人
と
な
る
と
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

障
害
者
権
利
条
約
前
文
⒥
項
に
お
け
る
「
よ
り
多
く
の
支
援
（m

ore intensive support/ apoyo m
ás intenso

）」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、

通
常
の
支
援
（apoyo

）
で
は
不
足
が
あ
る
場
合
に
、
例
外
的
に
支
援
（apoyo
）
に
代
理
機
能
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
）
27
（
る
。
強
度
の
支
援

は
、
任
意
代
理
の
規
定
に
従
い
、
か
つ
常
に
特
定
の
行
為
に
関
し
て
、
被
支
援
人
と
な
る
本
人
が
第
三
者
の
代
理
に
よ
る
こ
と
を
同
意
し

た
場
合
に
、
支
援
人
に
代
理
人
と
し
て
の
権
限
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
障
害
者
権
利
条
約
一
二
条
二
項
を
尊
重
し
な
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が
ら
、
本
人
の
意
思
は
委
任
契
約
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
28
（
る
。

　
例
え
ば
、
Ｂ
Ｂ
判
決
の
第
一
審
で
は
、
す
べ
て
の
財
産
の
管
理
行
為
及
び
処
分
行
為
の
援
助
を
す
る
た
め
に
支
援
（apoyo

）
が
決
定

さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
控
訴
審
は
、
か
か
る
決
定
を
以
下
の
よ
う
に
変
更
し
）
29
（
た
。
す
な
わ
ち
、
財
産
（
動
産
及
び
不
動
産
）
の
管
理
行

為
及
び
処
分
行
為
等
に
つ
い
て
、
代
理
権
を
有
す
る
支
援
人
を
選
任
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
強
度
の
支
援
は
委
任
契
約
の
形
を
と
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
方
で
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
裁
判
官

が
介
在
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

2　

支
援
（apoyo

）
の
機
能
（
民
商
法
四
三
条
第
二
項
）

　
第
二
項
は
、
支
援
（apoyo

）
の
機
能
は
、
被
支
援
人
の
権
利
行
使
の
た
め
に
自
律
を
促
進
し
、
意
思
疎
通
・
理
解
・
意
思
表
現
を
容

易
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
は
、
視
覚
障
害
者
及
び
聴
覚
障
害
者
の
意
思
疎
通
を
補
う
場
合
、
知
的
障
害
者
の
理
解
を
助
け

る
場
合
、
聾
啞
者
の
意
思
表
示
を
補
う
場
合
が
想
定
さ
れ
て
い
）
30
（

る
。
か
か
る
想
定
と
民
商
法
三
二
条
の
規
定
を
整
合
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、

被
支
援
人
と
は
、
三
二
条
所
定
の
限
定
能
力
者
に
限
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
広
範
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
限
定
能
力

者
が
被
支
援
人
と
な
る
一
方
で
、
被
支
援
人
に
は
限
定
能
力
者
以
外
の
者
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
限
定
能
力
を
出
発
点
と
し
て
支
援
制
度
を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
限
定
能
力
に
と
ら
わ
れ
な
い
点
で
一
貫
し
た

支
援
制
度
の
全
体
像
が
浮
き
彫
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
限
定
能
力
の
対
象
は
、
三
二
条
に
よ
る
と
、
精
神
疾
患
を
有
す
る

者
及
び
浪
費
者
の
み
と
さ
れ
る
一
方
で
、
四
三
条
第
二
項
が
想
定
す
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害

者
、
及
び
聾
啞
者
で
あ
る
た
め
、
身
体
障
害
者
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
身
体
障
害
者
の
場
合
、
本
人
に
よ
る
意
思
決
定
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
何
ら
の
問
題
も
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
た
人
々
に
対

す
る
支
援
（apoyo

）
は
、
手
話
等
の
非
音
声
言
語
も
含
め
て
、
い
わ
ゆ
る
通
訳
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
意
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思
決
定
の
段
階
で
は
な
く
、
現
実
に
意
思
表
示
を
行
う
段
階
に
お
け
る
支
援
（apoyo

）
を
す
る
に
際
し
て
は
、
被
支
援
人
の
能
力
が
限

定
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
限
定
能
力
者
の
範
囲
自
体
も
広
範
に
わ
た
る
が
、
被
支
援
人
が
カ
バ
ー
す
る
範
囲
は
そ
れ

よ
り
も
さ
ら
に
広
く
、
能
力
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
必
ず
し
も
問
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

3　

支
援
人
の
選
任
（
民
商
法
四
三
条
第
三
項
）

　
第
三
項
は
、
ま
ず
第
一
文
目
に
お
い
て
、
被
支
援
人
と
な
る
本
人
が
自
ら
の
信
頼
す
る
者
を
支
援
人
と
し
て
選
任
す
る
よ
う
裁
判
官
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
。
そ
の
際
、
裁
判
官
は
、
障
害
者
権
利
条
約
一
三
条
が
定
め
る
手
続
上
の
配
慮
を
提
供
し
、
本
人
自
身

が
提
案
・
要
求
し
た
支
援
（apoyo
）
を
実
現
す
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
31
（
い
。

　
原
則
と
し
て
、
本
人
の
意
思
に
反
し
て
支
援
（apoyo

）
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
例
外
的
に
、
①
被
支
援
人
と

な
る
べ
き
本
人
に
よ
る
完
全
な
能
力
の
行
使
が
、
そ
の
身
体
又
は
財
産
に
損
害
を
与
え
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
②
被
支
援
人
と
な
る
べ

き
本
人
が
支
援
制
度
を
提
案
し
受
け
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
合
理
的
期
間
内
に
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
司
法
上
の
試
み
が
功
を
奏
さ
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
本
人
の
同
意
な
し
に
支
援
（apoyo

）
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
）
32
（
る
。
そ
の
際
、
裁
判
官
は
本
人
の
願
望
及
び

選
好
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
障
害
者
権
利
条
約
一
般
的
意
見
第
一
号
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
三
（
二
〇
一

四
年
四
月
一
一
日
採
択
）
が
述
べ
る
意
思
の
代
行
に
当
た
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
）
33
（
る
。
ま
た
、
本
人
に
と
っ
て
信
頼
の
お
け
る
者
を
選
任
す
る

た
め
の
配
慮
を
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
34
（

い
。
さ
ら
に
、
裁
判
官
は
絶
え
ず
、
本
人
に
よ
る
意
思
表
現
、
と
り
わ
け
選
任
さ
れ
た
支
援
人

に
対
す
る
拒
絶
の
意
思
を
受
け
取
り
、
こ
の
よ
う
な
本
人
の
意
思
を
考
慮
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続
の
配
慮
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
35
（

い
。

　
次
に
第
二
文
目
に
お
い
て
、
裁
判
官
は
、
紛
争
又
は
不
当
な
影
響
を
避
け
る
た
め
の
保
護
（protección

）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
保
護
」
と
は
、
障
害
者
権
利
条
約
一
二
条
が
求
め
る
「
保
障
（safeguards/ salvaguardias

）」
を
指
す
と
考

え
ら
れ
）
36
（
る
。



二〇一四年アルゼンチン新民商法典における「支援（apoyo）」制度

219

　「
保
障
」
の
度
合
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
財
産
の
処
分
行
為
の
場
合
に
は
単
な
る
管
理
行
為
の
場
合
よ
り
も
厳
格
に
な
る
と
い
っ
た
よ

う
に
、
監
督
す
べ
き
行
為
と
釣
り
合
い
の
と
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
37
（

い
。
し
た
が
っ
て
、
保
佐
、
本
人
の
同
意
な
し
に
裁
判
官
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
支
援
（apoyos im

puestos

）、
任
意
代
理
に
よ
る
支
援
（apoyo

）（
す
な
わ
ち
、
強
度
の
支
援
）、
支
援
人
が
看
護
師
、

保
育
士
、
医
師
、
弁
護
士
等
と
い
っ
た
専
門
職
又
は
専
門
職
機
関
（
病
院
、
福
祉
機
関
等
）
で
あ
る
場
合
の
支
援
（apoyo

）、
及
び
被
支
援

者
が
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合
の
支
援
（apoyo

）
に
つ
い
て
は
、
よ
り
厳
格
か
つ
頻
繁
な
監
督
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
）
38
（
る
。

　
最
後
に
第
三
文
目
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
決
定
は
「
必
要
な
ら
ば
」
と
い
う
条
件
付
き
で
、「
身
分
及
び
人
の
能
力
の
登
録
簿
（Registro 

de Estado Civil y Capacidad de las Personas

、
以
下
で
は
「
身
分
登
録
簿
」
と
略
称
す
る
）」
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
支
援
制
度
が
広
範
な
射
程
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
支
援
（apoyo

）
の
措
置
は
必
ず
し
も
登
録
を
要
さ
ず
、
そ
の
要
否

は
限
定
さ
れ
る
行
為
と
支
援
（apoyo
）
の
機
能
に
よ
る
と
さ
れ
る
（
例
え
ば
、
財
産
の
処
分
行
為
を
限
定
す
る
判
決
は
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
た

め
に
支
援
（apoyo

）
の
公
示
性
が
常
に
要
求
さ
れ
る
た
め
、
適
切
な
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
39
（
い
）。
同
様
に
、
支
援
（apoyo

）
の
職

務
遂
行
が
特
定
の
行
為
の
正
当
性
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
判
決
は
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
40
（
い
。

4　

支
援
（apoyo

）
の
決
定
に
関
す
る
手
続

　
⑴
　
申
立
権
者
（
民
商
法
三
三
条
）

―
弁
護
検
察
庁
の
役
割

　
支
援
（apoyo

）
の
決
定
は
、
能
力
に
関
す
る
判
決
の
一
内
容
で
あ
る
（
⑶
に
お
い
て
後
述
）。
か
か
る
判
決
の
申
立
権
者
は
、
①
本
人
、

②
配
偶
者
及
び
共
同
生
活
者
、
③
四
親
等
内
の
親
族
（
姻
族
の
場
合
は
二
親
等
内
）、
④
検
察
庁
（
弁
護
検
察
庁
）
で
あ
る
。
申
立
権
者
の
う

ち
、
④
検
察
庁
（
弁
護
検
察
庁
）
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
に
特
徴
的
な
存
在
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
、
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
後
見
開
始
審
判
、
保
佐
開
始
審
判
、
及
び
補
助
開
始
審
判
に
つ
い
て
、
検
察
官
に
よ
る
申
立
て
が
許
容
さ
れ
て
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い
る
点
は
同
様
で
あ
る
（
日
本
民
法
七
条
、
一
一
条
、
及
び
一
五
条
）。
し
か
し
な
が
ら
、
成
年
後
見
制
度
の
申
立
て
に
関
し
て
、
実
際
に
果

た
し
て
い
る
役
割
に
は
、
相
違
が
み
ら
れ
）
41
（

る
。

　
弁
護
検
察
庁
は
、
二
〇
一
五
年
に
公
布
さ
れ
た
弁
護
検
察
庁
基
本
法
（Ley O

rgánica del M
inisterio Público de la D

efensa, 

Ley27149
）
の
規
定
に
従
い
、
司
法
ア
ク
セ
ス
及
び
完
全
な
裁
判
扶
助
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
人
権
の
弁
護
・
保
護
機
関
で

あ
っ
て
、
人
の
基
本
的
権
利
、
と
り
わ
け
脆
弱
な
状
況
に
あ
る
人
々
の
保
護
・
弁
護
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
促
進
す
る
役
割
を
担
っ

て
い
る
（
同
法
一
）
42
（
条
）。

　
民
商
法
一
〇
三
条
は
、
検
察
庁
（
弁
護
検
察
庁
）
の
活
動
の
性
質
を
①
裁
判
上
の
補
足
的
役
割
、
②
裁
判
上
の
主
要
な
役
割
、
及
び
③

裁
判
外
の
役
割
、
の
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
ま
ず
、
①
は
、「
未
成
年
者
、
無
能
力
者
、
及
び
限
定
能
力
者
の
利
益
に
関
す
る
す
べ
て
の

訴
訟
に
お
い
て
」
保
護
さ
れ
る
べ
き
権
利
の
遵
守
を
援
助
し
監
督
す
る
こ
と
で
あ
）
43
（

る
。
か
か
る
検
察
庁
の
介
入
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

行
為
は
相
対
的
無
効
と
な
る
。
そ
の
際
、
当
該
行
為
が
本
人
に
損
害
を
与
え
る
場
合
に
は
検
察
庁
は
無
効
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
本
人
の
利
益
と
な
る
場
合
に
は
も
は
や
無
効
主
張
で
き
な
い
。
次
に
、
②
の
役
割
で
は
、
検
察
庁
は
、「
ⅰ
被
代
理
人
の
権
利
が
危

う
い
状
態
に
な
り
、
か
つ
代
理
人
の
不
作
為
が
存
在
す
る
場
合
、
ⅱ
訴
訟
の
目
的
が
代
理
人
の
職
務
と
し
て
の
義
務
の
履
行
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
場
合
、
ⅲ
法
定
代
理
人
が
欠
如
し
、
か
つ
代
理
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
」
に
、
当
事
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
立

し
た
形
で
、
申
立
て
を
行
）
44
（

う
。
最
後
に
、
③
に
つ
い
て
、「
裁
判
外
の
分
野
に
お
い
て
、
社
会
的
、
経
済
的
、
及
び
文
化
的
権
利
が
危
う

く
な
る
場
合
に
、
検
察
庁
は
法
定
代
理
人
の
不
在
、
欠
如
、
又
は
不
作
為
に
対
し
て
活
動
す
る
」。
こ
れ
は
裁
判
外
の
分
野
に
お
け
る
検

察
庁
の
活
動
と
人
権
保
障
に
言
及
し
た
新
た
な
規
定
で
あ
）
45
（

る
。

　
検
察
庁
（
弁
護
検
察
庁
）
に
関
す
る
民
商
法
上
の
規
定
は
、
能
力
に
関
す
る
一
般
規
則
や
そ
の
訴
訟
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
条
文
に

も
示
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
法
的
能
力
を
決
定
す
る
訴
訟
の
申
立
権
者
と
な
る
こ
と
（
三
三
条
）
及
び
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
と

な
る
こ
と
の
ほ
か
、
①
本
人
が
弁
護
士
を
考
慮
す
る
よ
う
保
障
す
る
こ
と
（
三
一
条
⒠
項
、
三
五
条
）、
②
訴
訟
を
開
始
す
る
利
益
を
有
す
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る
者
が
情
報
を
得
て
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
保
障
す
る
こ
と
（
三
一
条
、
三
五
条
）、
③
評
価
が
学
際
的
で
あ
る
か
を
監
督
す
る
こ
と

（
三
一
条
、
三
七
条
）、
④
民
商
法
施
行
以
前
に
な
さ
れ
た
判
決
の
再
審
査
を
積
極
的
に
促
進
す
る
こ
と
、
及
び
、
⑤
限
定
能
力
又
は
無
能

力
の
判
決
か
ら
少
な
く
と
も
三
年
が
経
過
し
て
い
た
場
合
に
は
当
該
判
決
の
再
審
査
を
申
立
て
る
こ
と
が
、
そ
の
義
務
と
な
っ
て
い
）
46
（
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
検
察
庁
（
弁
護
検
察
庁
）
は
、
①
及
び
②
の
よ
う
な
能
力
に
関
す
る
最
初
の
判
決
に
お
い
て
、
本
人
を
援
助
す
る
だ
け

で
な
く
、
④
及
び
⑤
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
判
決
の
再
審
査
と
い
う
面
で
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
民
商
法
施
行
以

前
に
宣
告
さ
れ
た
判
決
の
再
審
査
に
お
い
て
は
、
検
察
庁
（
弁
護
検
察
庁
）
に
よ
る
申
立
て
は
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
旧
ベ
レ
ス
民
法
に
お
け
る
成
年
後
見
制
度
は
意
思
決
定
代
行
機
関
た
る
保
佐
に
一
元
化
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
旧
法
下
で
無

能
力
者
と
さ
れ
た
人
々
の
中
に
は
、
現
行
の
民
商
法
に
お
い
て
限
定
能
力
者
と
し
て
支
援
制
度
の
対
象
と
な
る
べ
き
人
々
が
多
く
含
ま
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
）
47
（

る
。

　
⑵
　
個
人
面
接
（
民
商
法
三
五
）
48
（
条
）

　
障
害
者
権
利
条
約
一
三
条
は
「
障
害
者
が
全
て
の
法
的
手
続
（
捜
査
段
階
そ
の
他
予
備
的
な
段
階
を
含
む
。）
に
お
い
て
直
接
及
び
間
接
の

参
加
者
（
証
人
を
含
む
。）
と
し
て
効
果
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
、
手
続
上
の
配
慮
及
び
年
齢
に
適
し
た
配
慮
が
提

供
さ
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
障
害
者
が
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
司
法
手
続
を
利
用
す
る
効
果
的
な
機
会
を
有
す
る
こ
と
を
確
保

す
る
」
こ
と
を
締
約
国
に
求
め
る
。
ま
た
、「
脆
弱
な
状
況
に
あ
る
人
々
の
司
法
手
続
の
利
用
の
機
会
に
関
す
る
ブ
ラ
ジ
リ
ア
規
則

（Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad

、
以
下
「
ブ
ラ
ジ
リ
ア
規
則
」
と
略
称
す

る
）
49
（

）」
は
、
そ
の
規
則
八
に
お
い
て
、「
求
め
ら
れ
る
す
べ
て
の
司
法
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
並
び
に
安
全
、
移
動
、
利
便
性
、
理
解
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
意
思
疎
通
を
保
障
す
る
す
べ
て
の
手
段
を
整
え
る
方
向
に
導
く
措
置
を
含
め
、
司
法
手
続
に
対
す
る
障
害
者
の
施
設
及

び
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
の
容
易
さ
を
保
障
す
る
た
め
に
必
要
な
基
礎
を
確
立
す
る
よ
う
努
め
る
」
と
規
定
す
る
。

　
障
害
者
権
利
条
約
一
三
条
及
び
ブ
ラ
ジ
リ
ア
規
則
が
定
め
る
よ
う
に
、
障
害
者
の
司
法
手
続
へ
の
参
加
を
容
易
に
す
る
た
め
に
は
、
本
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人
の
状
況
に
合
わ
せ
た
合
理
的
配
慮
が
不
可
欠
で
あ
る
。
例
え
ば
、
す
べ
て
の
視
覚
障
害
者
が
点
字
を
読
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
視
覚
障

害
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
人
生
の
ど
の
時
期
に
視
力
を
失
っ
た
（
又
は
低
下
し
た
）
の
か
が
個
人
に
よ
っ
て
様
々
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
同
様
に
、
す
べ
て
の
聴
覚
障
害
者
が
手
話
を
使
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
場
合
に
、
裁
判
官
は
、
学
際
的
チ
ー
ム
を
通
じ
た
専
門
的
支
援
（apoyos técnicos

）
の
利
用
を
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
）
50
（

い
。

　
裁
判
官
と
本
人
と
の
間
に
お
け
る
こ
う
し
た
「
直
接
性
」
を
保
障
す
る
た
め
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
商
法
は
、
能
力
に
関
す
る
訴
訟
の

際
に
、
裁
判
官
に
本
人
と
の
面
接
を
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
た
。「
直
接
性
」
の
保
障
は
、
裁
判
官
が
本
人
の
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
に

資
す
る
と
し
て
以
前
か
ら
学
説
に
お
い
て
支
持
さ
れ
て
き
た
も
の
）
51
（
で
、
さ
ら
に
、
聴
取
さ
れ
る
権
利
（derecho a ser oído

）
を
実
現
す
る

も
の
で
あ
）
52
（

る
。
個
人
面
接
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
「
直
接
性
」
は
、
能
力
に
関
す
る
訴
訟
を
申
立
て
る
と
い
う
よ
う
な
脆
弱
な
状
況
に
あ

る
人
々
の
司
法
ア
ク
セ
ス
の
面
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
が
い
か
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
が
分
か
る
裁
判
例
と
し
て
、

Ｂ
Ｌ
判
決
を
紹
介
し
た
い
。

　
母
親
が
、
脳
炎
に
罹
患
す
る
娘
の
無
能
力
の
宣
告
を
申
し
立
て
、
当
該
訴
訟
の
間
に
、
裁
判
所
の
専
門
家
チ
ー
ム
が
娘
を
評
価
す
る
た

め
の
審
問
が
決
定
さ
れ
た
も
の
の
、
実
際
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
）
53
（

る
。
第
一
審
の
裁
判
官
は
、
面
接
を

行
う
た
め
に
移
動
し
な
く
と
も
良
い
と
考
え
、
医
学
チ
ー
ム
の
み
が
娘
の
住
所
地
ま
で
出
向
い
た
結
果
、
娘
は
重
篤
な
精
神
疾
患
で
あ
る

と
評
価
さ
れ
た
。
控
訴
審
は
決
定
を
棄
却
し
、
第
一
審
の
裁
判
官
に
対
し
て
、
娘
の
住
所
地
に
お
い
て
個
人
面
接
を
行
う
よ
う
命
じ
た
。

つ
ま
り
、
何
ら
か
の
事
情
で
本
人
が
裁
判
所
に
赴
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
官
自
ら
、
本
人
の
住
所
地
に
移
動
し
て
ま
で
個

人
面
接
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
判
決
か
ら
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
と
の
「
直
接
性
」
は
単

な
る
理
念
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
務
に
お
い
て
も
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
⑶
　
判
決

―
司
法
判
断
の
学
際
的
性
質
（
民
商
法
三
七
）
54
（
条
）
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能
力
に
関
す
る
判
決
で
は
、
限
定
能
力
者
又
は
無
能
力
者
と
な
り
得
る
本
人
に
つ
い
て
、
①
診
断
及
び
予
後
、
②
状
況
が
明
ら
か
に

な
っ
た
時
期
、
③
既
存
の
本
人
、
家
族
及
び
社
会
的
資
力
、
④
可
能
な
限
り
の
自
律
の
保
護
、
援
助
及
び
促
進
の
た
め
の
体
制
を
宣
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
学
際
的
チ
ー
ム
の
判
断
が
必
須
と
さ
れ
る
。
④
は
、
具
体
的
に
は
支
援
（apoyo

）
の
決
定
を
指
す
。

し
た
が
っ
て
、
支
援
（apoyo

）
の
具
体
的
内
容
及
び
支
援
人
の
選
任
は
、
能
力
に
関
す
る
判
決
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。

　
学
際
的
チ
ー
ム
に
よ
る
判
断
の
介
在
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
理
由
は
、
か
か
る
判
決
が
、
医
学
的
診
断
の
み
に
依
拠
せ
ず
、
様
々
な
分
野

か
ら
の
判
断
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
民
商
法
で
は
、
限
定
能
力
の
一
般
規
則
と
し

て
、
か
か
る
訴
訟
に
お
け
る
国
家
の
介
入
が
学
際
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
三
一
条
⒞
項
）、
及
び
か
か
る
判
決
の
際
に
は
学

際
的
チ
ー
ム
の
判
断
が
必
要
と
な
る
こ
と
（
三
七
条
）
を
定
め
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
刑
事
裁
判
に
は
法
医
学
機
関
（Cuerpo M

édico Forense

）
が
存
在
し
て
お
り
、
か
か
る
機
関
は
例
外
的
に
刑
事
裁
判
以
外

の
裁
判
官
の
要
請
に
も
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
家
庭
裁
判
専
門
の
学
際
的
チ
ー
ム
の
不
在
と
い
う
問
題
は
依

然
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
）
55
（
る
。
こ
れ
を
補
う
た
め
に
、
裁
判
官
は
、
職
種
別
社
会
医
療
保
険
（obras social

）
56
（es

）、
医
療
・
介
護
の
専

門
職
の
チ
ー
ム
（equipos tratantes de la persona
）、（
本
人
が
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合
や
こ
れ
ら
の
選
択
肢
が
な
い
場
合
に
は
）
公
立
病
院
、

精
神
保
健
局
（D

irección de Salud M
ental

）
や
裁
判
所
弁
護
団
（equipo de la D

efensoría de Cám
ara

）
と
い
っ
た
他
の
機
関
に
、
報
告

の
実
行
を
要
請
し
て
い
）
57
（

る
。

　
問
題
と
な
る
の
は
、
学
際
的
チ
ー
ム
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
学
際
的
」
の
概

念
か
ら
、
チ
ー
ム
の
編
成
、
専
門
領
域
、（
専
門
家
の
）
見
解
・
判
断
を
作
成
す
る
形
式
、
責
任
、
資
力
の
有
無
、
及
び
チ
ー
ム
を
編
成

す
る
た
め
の
人
員
に
至
る
ま
で
様
々
な
問
題
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
学
際
的
チ
ー
ム
」
の
定
義
付
け
を
す
べ
き
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
58
（

る
。

　
チ
ー
ム
の
編
成
に
関
し
て
は
、
一
般
に
、
精
神
医
、
心
理
学
者
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（asistente social

）
の
存
在
が
必
要
で
あ
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る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
面
接
を
行
う
裁
判
官
や
弁
護
士
は
、
少
な
く
と
も
精
神
医
の
存
在
が
必
須
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
問
題
の
性
質
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
精
神
医
に
大
き
な
比
重
を
置
く
わ
け
で
は
な
い
と
し
、
検
察
庁
の
見
解
も
同

様
の
も
の
で
あ
）
59
（
る
。

　
⑷
　
判
決
の
登
録
と
そ
の
効
果
（
民
商
法
三
九
）
60
（
条
、
四
四
）
61
（
条
、
及
び
四
五
）
62
（
条
）

　
能
力
に
関
す
る
判
決
は
、
身
分
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
、
出
生
証
明
書
の
欄
外
に
明
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
商
法
三
九
条
）。

　
ま
ず
、
判
決
の
登
録
後
に
、
無
能
力
者
又
は
限
定
能
力
者
が
判
決
で
定
め
ら
れ
た
内
容
に
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
で
あ
る
。
旧
ベ

レ
ス
民
法
で
は
、「
精
神
障
害
が
明
白
で
な
か
っ
た
場
合
は
、（
無
能
力
判
決
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
）
善
意
か
つ
有
償
の
契
約
者
に
対
し
て

無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
（
同
法
四
七
三
条
）。
し
か
し
、
民
商
法
は
、
法
的
取
引
と
障
害
者
の
権
利
と
の
間

に
お
け
る
利
益
の
紛
争
に
対
し
て
、
精
神
保
健
の
分
野
に
お
け
る
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
従
い
、
障
害
者
の
権
利
に
優
越
を
与
え
）
63
（

た
。
か

か
る
改
正
に
よ
り
、
現
在
で
は
、
無
能
力
者
又
は
限
定
能
力
者
が
身
分
登
録
簿
へ
の
登
録
後
に
判
決
で
定
め
ら
れ
た
内
容
に
反
す
る
行
為

を
行
っ
た
場
合
は
無
効
と
な
る
（
民
商
法
四
四
条
）。

　
次
に
、
判
決
の
登
録
前
に
、
無
能
力
者
又
は
限
定
能
力
者
が
行
っ
た
行
為
は
、
①
行
為
の
遂
行
時
に
精
神
疾
患
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
場

合
、
②
契
約
の
相
手
方
が
悪
意
だ
っ
た
場
合
、
③
当
該
行
為
が
無
償
の
行
為
で
あ
っ
た
場
合
に
は
無
効
と
な
る
（
民
商
法
四
五
条
）。

　
⑸
　
再
審
査
（
民
商
法
四
〇
）
64
（

条
）
と
終
了
（
同
法
四
七
条
）

　
能
力
に
関
す
る
判
決
は
、
三
年
以
内
に
再
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
新
た
な
学
際
的
意
見
に
基
づ
き
、
裁
判
官
と
本

人
と
の
個
人
面
接
が
実
施
さ
れ
る
。
再
審
査
に
よ
っ
て
、
元
の
判
決
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
能
力
、
す
な
わ
ち
支
援
（apoyo

）
を
伴
っ

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
定
の
行
為
の
範
囲
や
、
支
援
（apoyo

）
の
機
能
と
い
っ
た
要
素
が
、
新
た
な
学
際
的
判
断
に
基
づ
く
本

人
の
現
在
の
能
力
に
合
わ
せ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
終
了
の
手
続
は
、
無
能
力
又
は
限
定
能
力
の
「
完
全
な
」
終
了
を
意
味
す
る
。
終
了
は
、
学
際
的
な
再
評
価
の
結
果
と
し
て
な
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さ
れ
る
た
め
、
終
了
を
目
的
と
し
た
訴
訟
を
提
起
す
る
必
要
は
な
）
65
（
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
再
審
査
義
務
に
よ
っ
て
、
保
護
の
範
囲
を

拡
大
し
た
り
縮
小
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
変
更
が
な
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
完
全
な
終
了
が
決
定
す
る
こ
と
も
あ
る
。

5　

小　

括

　
⑴
　
行
為
能
力
へ
の
影
響

―
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
と
の
異
同

　
支
援
制
度
が
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
形
式
で
あ
る
点
は
日
本
の
補
助
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
為
能
力
へ
の
影
響
、
保
護
の
内
容
、
対

象
者
の
範
囲
、
及
び
再
審
査
義
務
の
有
無
に
関
し
て
決
定
的
に
異
な
る
。

　
被
補
助
人
は
、
補
助
人
に
与
え
ら
れ
た
同
意
権
の
範
囲
内
で
行
為
能
力
が
制
限
さ
れ
る
設
計
で
あ
る
の
に
対
し
、
限
定
能
力
者
は
、
特

定
の
行
為
に
つ
い
て
能
力
を
限
定
さ
れ
、
支
援
人
が
選
任
さ
れ
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
行
為
能
力
自
体
は
保
持
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と

が
、
支
援
制
度
は
意
思
決
定
を
支
援
す
る
制
度
で
あ
っ
て
、
決
し
て
意
思
決
定
を
代
行
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
所
以
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
に
お
い
て
、
意
思
決
定
に
関
し
て
脆
弱
な
状
況
に
あ
る
人
々
を
対
象
と
し
た
制
度
が
、「
代

行
」
で
は
な
く
「
支
援
」
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
第
一
の
要
素
は
、
限
定
能
力
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
概
念
の
理
解
か
ら
は
、

わ
が
国
の
成
年
後
見
制
度
が
、
い
か
に
し
て
支
援
へ
と
転
換
を
図
る
べ
き
か
を
考
え
る
際
に
有
益
な
示
唆
を
得
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
限

定
能
力
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
同
様
に
行
為
能
力
へ
の
制
限
を
極
力
排
除
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
と
の
比
較
を
通
じ
、

小
括
と
し
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

　
四
類
型
の
成
年
者
保
護
法
を
整
備
し
た
二
〇
一
八
年
施
行
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
第
二
次
成
年
者
保
護
）
66
（

法
に
お
い
て
、
法
定
後
見
に
相
当
す

る
裁
判
所
選
定
成
年
者
代
理
は
、「
本
人
を
保
護
す
る
た
め
の
最
後
の
手
段
」
で
あ
る
と
い
）
67
（
う
。
他
の
三
類
型
は
行
為
能
力
を
制
限
し
な

い
が
、
裁
判
所
選
定
成
年
者
代
理
だ
け
は
、「
本
人
に
と
っ
て
、
重
大
で
著
し
い
危
険
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
限
り
、
裁
判
所
選
定
成

年
者
代
理
権
の
効
力
の
範
囲
内
で
」
裁
判
所
が
同
意
の
留
保
を
命
じ
）
68
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
範
囲
内
で
行
為
能
力
が
制
限
さ
れ
る
こ
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と
に
な
る
。
こ
こ
で
、「
重
大
で
著
し
い
危
険
」
と
は
、
具
体
的
で
明
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
本
人
に
対
し
差
し
迫
っ
て
い

る
損
害
（
身
体
的
損
害
及
び
財
産
損
害
を
含
む
。）
が
重
大
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
い
）
69
（

う
。

　
行
為
能
力
を
制
限
す
る
場
合
を
厳
格
に
限
定
す
る
点
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
と
で
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
行
為
能
力
へ
の
制
限
に
つ
い
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
は
、
本
人
の
意
思
を
物
理
的
に
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を

そ
の
基
準
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
は
、
危
険
の
具
体
性
と
重
大
性
と
い
う
「
結
果
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
）
70
（

チ
」
を
と
る

点
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
で
は
、
新
た
な
概
念
と
し
て
「
決
定
能
力
」
が
導
入
さ
れ
、
決
定
能
力
が
あ
る
者
と
は
、「
そ
の
時
々
の
関

係
に
お
い
て
自
己
の
行
為
の
意
味
と
効
果
を
理
解
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
自
己
の
意
思
を
確
定
し
て
、
そ
れ
に
相
応
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
が

で
き
る
者
」
を
言
）
71
（

う
。
一
方
、
行
為
能
力
と
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
法
的
関
係
に
お
い
て
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
権
利
を
得
た
り
義
務
を
負

担
す
る
人
の
能
力
の
こ
と
で
あ
」
り
、「
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
そ
れ
は
決
定
能
力
を
前
提
と
し
て
お
り
」、「
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に

お
い
て
は
さ
ら
な
る
要
件
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
）
72
（

る
。

　
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
選
定
成
年
者
代
理
以
外
の
三
類
型
に
お
い
て
は
、
決
定
能
力
が
制
限
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て

行
為
能
力
は
制
限
さ
れ
な
）
73
（

い
。
そ
の
上
で
、
か
か
る
行
為
能
力
に
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に
お
い
て
は
さ
ら
な
る
要
件
を
規
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
さ
れ
る
点
が
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
の
「
限
定
」
概
念
に
お
け
る
、
本
人
の
能
力
が
限
定
さ
れ
た
特
定
の
行
為
に
つ
い
て

「
人
の
必
要
性
及
び
状
況
に
応
じ
て
合
理
的
配
慮
が
な
さ
れ
た
職
務
を
明
示
し
て
」
支
援
人
が
選
任
さ
れ
る
旨
の
規
定
と
、
同
様
の
解
釈

が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
決
定
能
力
へ
の
制
限
」
及
び
「
限
定
能
力
」
は
、
支
援
の
介
入
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
も
っ
て
行
為
能
力
に
幅
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
⑵
　
保
護
の
内
容

―
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
に
お
け
る
支
援
（apoyo

）
の
意
義

　
支
援
（apoyo

）
を
す
る
行
為
の
特
定
（
あ
る
い
は
、
支
援
の
内
容
）
に
つ
き
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
裁
判
例
か
ら
は
、
極
め
て
個
別
具
体
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的
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　
地
域
病
院
の
精
神
科
の
入
院
患
者
で
あ
り
、
統
合
失
調
症
と
診
断
さ
れ
た
Ｒ
Ａ
Ｌ
の
限
定
能
力
に
関
す
る
、
Ｒ
Ａ
Ｌ
判
）
74
（

決
の
第
一
審
は
、

財
産
の
管
理
行
為
、
処
分
行
為
、
及
び
保
障
（garantía

）、
相
続
、
及
び
贈
与
の
承
認
、
並
び
に
契
約
の
締
結
（
労
働
契
約
を
含
め
る
）
の

た
め
の
Ｒ
Ａ
Ｌ
の
能
力
を
限
定
し
、
こ
れ
ら
の
た
め
に
支
援
（apoyo

）
を
決
定
し
た
。
一
方
、
控
訴
審
は
判
決
を
一
部
変
更
し
、
能
力

を
限
定
す
る
範
囲
を
「
一
定
額
以
上
に
関
わ
る
管
理
行
為
及
び
処
分
行
為
」
に
ま
で
さ
ら
に
特
定
し
た
。
こ
れ
は
、
食
料
、
衣
服
及
び
個

人
的
な
物
品
の
購
入
、
運
送
契
約
の
締
結
、
現
金
自
動
預
入
支
払
機
か
ら
の
金
銭
の
引
き
出
し
、
ひ
い
て
は
映
画
館
に
行
く
た
め
の
チ

ケ
ッ
ト
を
購
入
す
る
等
と
い
っ
た
、
日
常
的
な
法
律
行
為
、
あ
る
い
は
「
小
さ
な
契
約
」
を
被
支
援
人
た
る
Ｒ
Ａ
Ｌ
が
自
ら
行
う
こ
と
は
、

そ
の
意
思
決
定
に
お
け
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
控
訴
審
は
さ
ら
に
、
民
商
法
四
〇
条
が
定
め
る
、
能
力
に
関
す

る
判
決
の
再
審
査
が
三
年
ご
と
を
上
限
と
す
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
短
縮
し
て
再
審
査
の
期
間
を
一
年
と
す
る
旨
判
示
し
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
「
限
定
能
力
・
支
援
」
法
制
は
、
慎
重
に
本
人
の
残
存
能
力
を
活
か
し
、
そ
れ
を
短
い
ス
パ
ン

で
改
め
て
審
査
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
な
限
り
本
人
に
よ
る
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
た
め
の
態
勢
を
整
え
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
、

裁
判
所
の
実
務
に
お
い
て
も
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
本
人
が
自
ら
「
小
さ
な
契
約
」
を
行
う
こ
と
が
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と

し
て
そ
の
意
思
決
定
に
資
す
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
は
、
残
存
能
力
を
活
か
そ
う
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
引
き
出
そ
う
と
い
う
積
極
性
さ

え
感
じ
ら
れ
る
。
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三
　
結
び
に
代
え
て

㈠
　
成
年
者
支
援
制
度
の
構
築
に
向
け

）
75
（て

1　

意
思
決
定
支
援
機
関
と
意
思
決
定
代
行
機
関
の
二
類
型
へ

　
成
年
者
支
援
制
度
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
出
発
点
と
な
る
の
は
、
現
行
の
三
類
型
を
維
持
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
結
論

と
し
て
は
、
判
断
能
力
の
程
度
に
基
づ
く
類
型
は
不
要
で
あ
る
が
、
保
護
の
方
法
の
違
い
に
基
づ
く
類
型
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
ま
ず
、
障
害
者
権
利
条
約
と
の
適
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
類
型
論
と
一
元
論
と
の
相
違
は
、
裁
判
所
が
明
示
的
に
判
断
を

下
さ
な
か
っ
た
場
合
に
表
れ
、
前
者
の
立
場
で
は
、「
①
保
護
の
及
ば
な
い
領
域
が
生
じ
る
こ
と
こ
そ
が
本
人
の
不
利
益
と
な
る
と
み
て
、

②
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
広
範
な
保
護
を
及
ぼ
す
と
い
う
対
応
を
図
る
」
一
方
で
、
後
者
の
立
場
で
は
、「
①
本
人
の
自
律
こ
そ
が
可
及

的
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
み
て
、
②
裁
判
所
に
よ
る
明
示
的
な
判
断
が
示
さ
れ
な
い
以
上
、
能
力
制
限
が
広
汎
に
及
ぶ
こ
と
を
回

避
す
る
と
い
う
対
応
を
図
る
」
こ
と
に
な
）
76
（

る
。
か
か
る
見
解
に
基
づ
け
ば
、
一
元
論
の
ほ
う
が
同
条
約
に
適
合
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
日
本
が
類
型
論
を
採
用
す
る
理
由
は
、
母
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
に
よ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
は
二
〇
〇
七
年
の
改
正
後
も
、

類
型
論
を
維
持
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
日
本
と
同
様
フ
ラ
ン
ス
法
の
系
譜
に
連
な
り
、
伝
統
的
に
類
型
論
を
採
用
し
て
い
た
ベ
ル
ギ
ー
法

は
、
二
〇
一
三
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
一
元
論
を
採
用
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
共
に
二
一
世
紀
に
行
わ
れ
た
大
改
正
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
異
な
る
立
法
形
式
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
特
別
法
上
の
「
仮
の
管
理
」
が

一
元
的
に
頻
用
さ
れ
る
時
代
を
経
た
後
で
、
一
九
六
八
年
の
成
年
後
見
法
改
正
を
契
機
と
し
て
二
〇
世
紀
後
半
を
通
じ
て
類
型
論
を
基
礎

と
す
る
法
実
務
が
形
成
さ
れ
た
の
に
対
し
、
ベ
ル
ギ
ー
法
に
お
い
て
は
、
禁
治
産
・
保
佐
と
い
っ
た
旧
来
の
類
型
が
形
骸
化
し
た
結
果
、

一
元
的
な
実
務
の
運
用
が
確
立
さ
れ
て
き
た
と
い
う
背
景
に
あ
る
と
い
）
77
（

う
。
日
本
に
お
い
て
は
、
保
佐
及
び
補
助
が
形
骸
化
し
て
い
る
と
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ま
で
は
言
い
難
い
が
、
後
見
が
、
お
そ
ら
く
一
九
九
九
年
改
正
当
時
の
期
待
に
反
し
て
偏
重
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実

で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
類
型
論
と
一
元
論
の
対
立
構
造
を
前
提
と
し
て
論
を
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
成
年
後
見
制
度
の
対
象
者

は
大
き
く
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
手
段
を
尽
く
せ
ば
、
そ
の
意
思
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
制

度
対
象
者
の
大
部
分
の
人
々
と
、
昏
睡
状
態
に
あ
る
等
意
思
表
示
が
絶
対
的
に
不
可
能
な
人
々
で
あ
る
。
両
者
を
同
様
の
制
度
で
保
護
・

支
援
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
類
型
論
か
一
元
論
か
と
い
う
問
題
は
、
成

年
者
支
援
制
度
に
お
い
て
も
、
類
型
自
体
は
維
持
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
結
論
に
帰
結
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
内
容
は
現
行
の
三
類

型
と
は
異
な
る
。

　
成
年
者
支
援
制
度
に
お
け
る
類
型
は
、
意
思
決
定
支
援
機
関
と
意
思
決
定
代
行
機
関
の
二
つ
と
し
、
前
者
を
「
支
援
」、
後
者
を
「
後

見
」
と
呼
び
分
け
）
78
（
る
。
制
度
対
象
者
は
、
原
則
と
し
て
特
定
の
行
為
に
つ
き
支
援
人
を
伴
っ
て
意
思
決
定
を
行
う
が
、
例
外
的
に
、
絶
対

的
に
意
思
表
示
が
不
可
能
な
状
態
に
あ
っ
て
第
三
者
に
よ
る
代
行
決
定
が
必
要
不
可
欠
な
場
合
に
の
み
、
後
見
人
が
選
任
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
か
か
る
例
外
的
な
場
合
と
は
、
昏
睡
状
態
等
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
場
合
の
み
と
す
る
。
類
型
を
事
理
弁
識
能
力
の
程
度
で
分
け
る

の
で
は
な
く
、
必
要
と
す
る
保
護
の
手
段
に
よ
っ
て
分
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
支
援
制
度
を
含
む
い
か
な
る
手
段
を
も
っ
て
し
て
も
本
人
の
意
思
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
あ
っ
て
も
、

現
行
の
後
見
の
よ
う
に
、
後
見
人
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
際
限
の
な
い
包
括
的
な
代
理
権
を
当
然
に
付
与
す
べ
き
で
は
な
い
。
裁
判
官
が

そ
の
範
囲
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
仮
に
意
思
決
定
代
行
機
関
の
対
象
者
及
び
代
理
権
の
範
囲
を
厳
格
に
限
定
す
る
制
度
が
確
立
さ
れ
た
と
し
て
も
、

障
害
者
権
利
委
員
会
が
な
お
一
二
条
違
反
を
勧
告
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
障
害
者
権
利
条
約
の
立
法
者
意
思
と

一
般
的
意
見
第
一
号
の
解
釈
方
針
と
の
間
に
は
隔
た
り
が
み
ら
れ
る
た
め
で
あ
）
79
（
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
意
思
表
示
が
不
可
能
な
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者
、
す
な
わ
ち
、
実
質
的
に
代
行
決
定
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
者
に
つ
い
て
も
硬
直
的
に
支
援
を
徹
底
す
れ
ば
、
そ
れ
は
逆
に
支
援
人
に

よ
る
濫
用
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
支
援
制
度
へ
の
一
元
化
に
は
限
界
が
あ
り
、
一
般
的
意
見
第
一
号
の
水
準
を
満
た
す
立

法
は
、
少
な
く
と
も
現
段
階
に
お
い
て
は
現
実
的
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。
最
後
の
手
段
と
し
て
意
思
決
定
代
行
機
関
を
選
択
す
る
余

地
を
残
し
、
か
か
る
選
択
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
厳
格
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
法
者
意
思
と
の
合
致
を
目
指
す
べ
き
で

あ
る
。

2　

支
援
制
度
の
創
設

―
そ
の
役
割
と
被
支
援
人
の
範
囲

　
で
は
、
制
度
対
象
者
の
大
部
分
を
カ
バ
ー
す
べ
き
「
支
援
」
と
は
、
い
か
な
る
制
度
で
あ
る
べ
き
か
。
要
求
さ
れ
る
の
は
、
制
度
の
弾

力
性
で
あ
る
が
、
現
在
、
補
助
の
利
用
者
数
は
、
年
々
若
干
の
増
加
を
見
せ
て
い
る
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
低
迷
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
な
類
型
を
創
設
し
た
と
し
て
も
、
他
の
類
型
と
並
列
に
し
て
い
て
は
、
実
際
の
運
用
面

で
は
行
き
詰
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
後
見
を
検
討
す
る
の
は
「
支
援
に
よ
っ
て
も
足
り
な
い
場
合
」
で
あ

る
と
い
う
条
件
を
つ
け
、
両
者
の
優
先
順
位
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　
支
援
の
対
象
は
、
現
行
の
枠
組
み
を
維
持
し
て
、
精
神
上
の
障
害
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
に
お
い
て
バ
リ
ア
を

感
じ
て
い
る
の
は
、
痴
呆
性
高
齢
者
・
知
的
障
害
者
・
精
神
障
害
者
等
に
限
ら
ず
、
身
体
障
害
者
も
同
様
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
、
禁
治
産
制
度
の
廃
止
に
伴
い
、
身
体
的
障
害
を
行
為
能
力
の
制
限
の
対
象
に
含
め
る
の
は
差
別
的
で

あ
る
と
し
て
、
制
限
行
為
能
力
の
事
由
か
ら
排
除
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
し
か
し
、
意
思
決
定
自
体
に
問
題
が
な
い
と
い
う
こ
と
を

言
い
換
え
る
と
、
身
体
障
害
と
は
、
時
間
と
手
段
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
思
決
定
や
意
思
表
示
に
お
け
る
バ
リ
ア
を
克
服
す
る
こ

と
が
で
き
る
性
質
の
障
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
は
、
支
援
制
度
に
馴
染
み
や
す
い
。
身
体
障
害
者
で
あ
っ
て

も
社
会
に
お
け
る
バ
リ
ア
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
た
め
、「
保
護
」
で
は
な
く
社
会
に
よ
る
「
支
援
」
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
実
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際
に
、
支
援
制
度
を
創
設
し
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
で
は
、
身
体
障
害
者
は
限
定
能
力
者
で
は
な
い
が
、
被
支
援
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
社
会
に
お
け
る
バ
リ
ア
の
排
除
を
目
的
と
す
る
成
年
者
支
援
制
度
に
お
い
て
は
、
身
体
障
害
者
を
、
制
限
行
為
能
力
者
と

し
て
「
保
護
」
す
る
の
で
は
な
く
、「
支
援
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
再
構
成
し
、
行
為
能
力
を
制
限
し
な
い
と
い
う
条
件
で
、
制
度
の

対
象
と
し
て
も
良
い
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
の
裁
判
所
の
役
割
は
、
支
援
が
足
り
て
い
な
い
人
々
を
そ
の
担
い
手
と
つ
な

ぐ
役
割
が
強
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
家
裁
が
情
報
収
集
を
し
た
上
で
判
断
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
が
あ
ま
り
に
も
多

岐
に
わ
た
り
、
そ
の
機
能
に
障
害
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。
司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
強
化
を
推
進
し
、
こ
う
し
た
家
裁
の
福
祉
的
機

能
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
専
門
的
な
中
枢
機
関
が
担
う
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
）
80
（

る
。

　
成
年
者
支
援
制
度
に
お
い
て
は
、
補
助
の
制
限
行
為
能
力
と
区
別
す
る
た
め
に
、
そ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
新
し
く
す
べ
き
で
あ
る
。
本
稿

で
は
「
限
定
」
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
限
定
能
力
者
と
は
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
特
定
の
行
為
に
つ
い
て
第
三
者
の
支
援
な

し
で
単
独
で
行
う
能
力
を
限
定
し
、
か
か
る
特
定
の
行
為
に
つ
き
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
支
援
の
方
法
に
よ
っ
て
意
思
決
定
支

援
を
す
る
た
め
の
支
援
人
が
選
任
さ
れ
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
限
定
能
力
者
の
た
め
の
支
援
に
関
し
て
は
、
支
援
の
手
段
に
弾

力
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
も
、
裁
判
官
は
任
意
代
理
も
含
め
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
日
本
法
の
補
助
の
代
理
権
付
与

に
相
当
す
る
。
同
意
権
及
び
取
消
権
ま
で
は
含
ま
な
い
。
そ
の
際
、
現
在
日
本
で
任
意
後
見
契
約
と
共
に
利
用
さ
れ
て
い
る
任
意
代
理
と

は
異
な
り
、
裁
判
所
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
介
在
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
被
支
援
人
は
自
ら
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
が
大
前

提
と
さ
れ
る
と
し
て
も
、
成
年
後
見
制
度
に
代
わ
る
制
度
で
あ
る
以
上
、
保
護
と
い
う
要
素
と
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。

3　

再
審
査
の
義
務
化

　
新
制
度
に
必
要
不
可
欠
な
手
続
は
、
再
審
査
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
の
よ
う
に
、
一
定
期
間
で
の
再
審
査
を
義
務
付
け
る
べ
き
で
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あ
る
。
一
定
期
間
経
過
後
に
再
審
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
支
援
人
の
現
在
の
状
態
に
適
合
し
た
支
援
制
度
へ
と
修
正
し
た
り
、

も
は
や
支
援
が
不
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
支
援
を
終
了
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
、
支
援
の
内
容
・
性
質
に

よ
っ
て
は
、
元
の
判
決
（
あ
る
い
は
、
支
援
開
始
審
判
）
に
お
い
て
三
年
よ
り
短
い
期
間
を
定
め
て
お
く
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
再
審
査
は
、
い
っ
た
ん
始
ま
れ
ば
長
期
間
継
続
し
て
し
ま
う
と
い
う
現
在
の
成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
問
題
を
克

服
す
る
た
め
に
、
有
力
な
手
段
で
あ
る
。
障
害
者
権
利
条
約
と
の
適
合
性
を
考
え
る
上
で
も
、
再
審
査
を
導
入
し
な
い
こ
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。

㈡
　
新
た
な
疑
問
の
提
示

　
本
稿
で
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
商
法
典
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
支
援
制
度
を
概
観
し
た
上
で
、
こ
れ
を
参
考
に
わ
が
国
の
成
年
後
見
制

度
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
目
指
し
た
。
そ
の
結
果
、
障
害
者
権
利
条
約
が
求
め
る
支
援
制
度
と
、
実
務
に
お
け
る
限
界
と
を
擦
り
合
わ

せ
た
場
合
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
支
援
制
度
が
出
来
上
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
示
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
成
年
後
見
制
度
に

お
け
る
補
助
と
の
異
同
と
い
う
視
座
に
基
づ
き
、
成
年
者
支
援
制
度
の
検
討
を
試
み
た
。

　
本
稿
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
支
援
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
の
紹
介
に
終
始
し
た
が
、
わ
が
国
の
補
助
と
の
理
論
的
な
相
違
を
よ
り
明

確
に
す
る
た
め
に
は
、
強
度
の
支
援
、
す
な
わ
ち
任
意
代
理
に
よ
る
支
援
に
つ
い
て
、
今
後
、
掘
り
下
げ
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
確
認
し
た
限
り
で
は
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
ペ
ル
ー
に
お
い
て
も
支
援
制
度
が
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
。
支
援
制
度
に
関
す
る
立

法
が
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
盛
ん
な
理
由
は
、
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
民
憲
法
学
派
の
先
駆
者
で

あ
る
ロ
ー
ボ
（LÔ

BO, Paulo Luiz N
etto

）
に
よ
り
、「
人
を
民
法
の
中
心
と
し
て
捉
え
直
し
、
財
を
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
脇
役
と
し
て

位
置
づ
け
直
」
す
と
い
う
、「
家
族
関
係
の
再
人
格
化
（repersonalização das relações fam

iliares

）」
が
、
一
九
八
八
年
憲
法
制
定
の
翌

年
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た
と
い
）
81
（

う
。
そ
し
て
、「
人
格
化
」
と
は
「
財
」
よ
り
も
「
人
」
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
と
換
言
さ
れ
）
82
（

る
。
か
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か
る
見
解
に
基
づ
け
ば
、「
限
定
能
力
・
支
援
」
法
制
に
関
す
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
商
法
典
の
諸
規
定
は
、
民
法
の
「
人
格
化
」
と
も
言

え
よ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
成
年
後
見
制
度
が
公
法
私
法
の
別
を
問
わ
ず
、
法
分
野
を
横
断
し
て
、
何
よ
り
も
「
人
」
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
分
野
で
あ
る
べ
き
と
の
方
向
性
が
改
め
て
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
障
害
者
権
利
条
約
に
合
致
し
た
法
制
度
の

確
立
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
実
現
に
不
可
欠
と
な
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
障
害
者
を
含
め
た
司
法
ア

ク
セ
ス
を
担
う
べ
き
中
枢
機
関
と
し
て
法
テ
ラ
ス
が
あ
り
、
二
〇
一
六
年
の
総
合
法
律
支
援
法
の
改
正
に
よ
っ
て
そ
の
機
能
が
拡
充
さ
れ

た
が）
83
（

、
か
か
る
側
面
に
お
い
て
も
、
当
該
分
野
の
中
枢
機
関
と
し
て
弁
護
検
察
庁
を
有
す
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
か
ら
は
有
益
な
示
唆
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
障
害
者
権
利
条
約
を
経
て
、
現
代
社
会
に
誕
生
し
た
ば
か
り
の
新
た
な
制
度
に
関
し
、
そ
の
構
造
と
行

方
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
成
年
後
見
制
度
の
改
革
に
向
け
た
糸
口
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

（
1
）  

翻
訳
は
、
障
害
保
健
福
祉
研
究
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｆ
）「
一
般
的
意
見
第
１
号
（
２
０
１
４
年
）
第
12
条
：
法
律
の
前
に
お
け
る
平
等

な
承
認
　
２
０
１
４
年
４
月
11
日
採
択
、
２
０
１
４
年
５
月
19
日
版
」
を
参
照
し
た
。

（
2
）  

小
林
昭
彦
＝
大
門
匡
『
新
成
年
後
見
制
度
の
解
説
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
頁
。

（
3
）  

小
林
＝
大
門
・
前
掲
注
（
2
）
四
二
―
四
三
頁
。

（
4
）  

星
野
茂
「
成
年
後
見
制
度
の
理
念
と
3
類
型
が
つ
く
ら
れ
た
背
景
」
実
践
成
年
後
見
六
八
巻
（
二
〇
一
七
年
）
四
三
頁
。

（
5
）  

ペ
ル
ー
は
二
〇
一
八
年
九
月
四
日
の
法
令
第
一
三
八
四
号
に
よ
り
、「
障
害
を
直
接
の
理
由
と
す
る
法
定
後
見
制
度
を
廃
止
し
、
障
害
者
の
民

事
領
域
に
お
け
る
法
的
能
力
の
制
限
を
原
則
的
に
撤
廃
す
る
と
と
も
に
、
従
来
の
法
定
後
見
の
仕
組
み
に
代
え
て
、「
支
援
を
得
た
意
思
決
定
」

の
仕
組
み
で
あ
る
「
支
援
（apoyo

）
を
導
入
し
」、
か
か
る
新
法
は
、「
国
連
人
権
理
事
会
の
「
障
害
者
の
権
利
」
特
別
報
告
者Catalina 

D
evandas

や
世
界
精
神
医
療
ユ
ー
ザ
ー
・
サ
バ
イ
バ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
のTina M

inkow
itz

等
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
る
な
ど
、
現
時
点
で
条
約

一
二
条
に
最
も
整
合
的
な
法
制
度
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
よ
う
で
あ
る
（
上
山
泰
「
法
的
能
力
」
長
瀬
修
＝
川
島
聡
『
障
害
者
権
利
条
約
の
実

施

―
批
准
後
の
日
本
の
課
題

―
』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
二
一
六
頁
）。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
支
援
制
度
に
つ
い
て
も
同
様
の
評
価
が
な
さ

れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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）  Esc. Claudia L. Busacca 

（CABA

）; Esc. Clara P. Czerniuk de Piccito 

（CABA

）; Esc. M
aría Ivana Pacheco 

（CABA

）; Esc. 
Liliana Palladino 

（C
A
BA

）, 

“Capacidad restringida. A
nálisis de la interpretación judicial e incidencia notarial

”, XXXII 
JO
RN
ADA N

O
TARIAL ARG

RN
TIN
A, 2016, p. 5.

（
7
）  Alicia B. Rajm

il; Luis Rogelio Llorens, 

“Apuntes acerca del régim
en de capacidad de las personas hum

anas en el Código 
Civil y Com

ercial de la República Argentina 

（Ley 26. 994

）”, REV
ISTA

 D
EL IN

STITU
TO
 D
E CIEN

CIA
S JU

RÍD
ICA
S D
E 

PU
EBLA

 M
ÉXICO, N

o. 36/2015, p. 91.

（
8
）  Ibid., p. 92.

（
9
）  Red por los D

erechos de las Personas con D
iscapacidad （RED

I

） y Centro de Estudios Legales y Sociales （CELS

）, 

“Principios 
de interpretación del m

odelo de capacidad jurídica y del sistem
a de apoyos del nuevo Código civil y Com

ercial de la N
ación

”, 
2018, p. 8.

（
10
）  

民
商
法
二
二
条
：
権
利
能
力
。
す
べ
て
の
人
は
、
法
的
な
権
利
及
び
義
務
の
主
体
と
な
る
た
め
の
能
力
を
享
有
す
る
。
法
律
は
事
実
、
単
純
な

行
為
又
は
特
定
の
法
律
行
為
に
関
し
て
、
こ
の
能
力
を
奪
い
又
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
11
）  

民
商
法
二
三
条
：
行
為
能
力
。
本
法
典
及
び
判
決
で
明
示
的
に
定
め
ら
れ
た
制
限
を
除
き
、
す
べ
て
の
人
は
自
ら
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
12
）  Ana M

aria H
erm
osilla; Rocio Cataldo; Celeste Bogetti, 

“Los derechos hum
anos y su im

pacto en la nueva legislación sobre 
Salud M

ental

”, PERSPECTIVA
S EN

 PSICO
LO
G
ÍA
, Vol. 12 （N

úm
ero Especial

）, 2015, p. 65.

（
13
）  Ibid., p. 65.

（
14
）  

民
商
法
三
二
条
：
制
限
能
力
者
及
び
無
能
力
者
。
裁
判
官
は
、
永
久
的
又
は
持
続
す
る
中
毒
又
は
精
神
の
変
化
を
患
う
一
三
歳
以
上
の
者
が
そ

の
完
全
な
能
力
の
行
使
に
よ
っ
て
身
体
又
は
財
産
に
損
害
を
与
え
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
者
が
特
定
の
行
為
を
す
る
た
め
の
能
力
を
制
限
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 
 

前
記
の
行
為
に
関
し
て
、
裁
判
官
は
、
人
の
必
要
性
及
び
状
況
に
応
じ
て
合
理
的
配
慮
が
な
さ
れ
た
職
務
を
明
示
し
て
、
四
三
条
に
定
め
る
必

要
な
一
人
又
は
複
数
の
支
援
（apoyos

）
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
 
 

選
任
さ
れ
た
一
人
又
は
複
数
の
支
援
（apoyos

）
は
、
自
律
を
促
進
し
、
か
つ
被
保
護
者
の
選
好
に
応
じ
た
決
定
を
容
易
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 
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例
外
的
に
、
人
が
そ
の
環
境
と
の
相
互
作
用
、
及
び
い
か
な
る
形
態
、
手
段
又
は
様
式
に
よ
っ
て
も
意
思
表
現
が
絶
対
的
に
不
可
能
な
状
態
に

な
り
、
か
つ
支
援
制
度
が
役
に
立
た
な
い
場
合
、
裁
判
官
は
無
能
力
を
宣
告
し
保
佐
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
15
）  Cám

ara de Apelaciones en lo Civil y Com
ercial de M

ar del Plata, SalaII. 

“DJ

”. Causa N
o 62305/2015. 22/12/2015.

（
16
）  RED

I y CELS, op. cit., p. 7.
（
17
）  Ibid., p. 7.

（
18
）  Ibid., p. 7.

（
19
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso, Código Civil y Com

ercial de la N
ación Com

entado Tom
o 1 Título 

Prelim
inar y Libro Prim

ero A
rtículos 1 a 400, Ciudad Autónom

a de Buenos Aires: Infojus, 2015, pp. 77 -78.

（
20
）  Ibid., p. 80.

（
21
）  Ibid., p. 81.

（
22
）  Ibid., p. 81.

（
23
）  Ibid., p. 81.

（
24
）  A

gustina Palacios, 

“La configuración de los sistem
as de apoyo en el contexto de la accesibilidad universal y los ajustes 

razonables

”, Congreso internacional 
“Madrid sin barreras: Accesibilidad, ajustes y apoyos

” A diez años de la prom
ulgación de 

la C
onvención sobre los derechos de 24 y 25 de m

ayo 2016. U
niversidad C

arlos III de M
adrid 

（G
etafe

） D
ocum

ento 
prelim

inar, 2016, p. 10.

（
25
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso, op. cit., p. 82.

（
26
）  Ibid., p. 113.

（
27
）  Ibid., p. 213.

（
28
）  RED
I y CELS, op. cit., pp. 2 -3.

（
29
）  Cám

ara N
acional de Apelaciones en lo Civil, Sala H

. 

“BB
”. Causa N

o 76388/2013. 3/8/2016.

（
30
）  M

aría Pilar Suárez; D
aniela Belén H

errera Iturbe, 

“SISTEM
A
S D
E A
PO
YO
 A
L EJERC

IC
IO
 D
E LA

 C
A
PAC
ID
A
D

”, 
Com

isión n
o 14, Estudiantes: 

“Nuevas reglas referidas al régim
en capacidad de la persona hum

ana

”, 2015, p. 2.

（
31
）  RED

I y CELS, op. cit., pp. 8 -9.
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（
32
）  RED

I y CELS, op. cit., p. 3.

（
33
）  Ibid., p. 4.

（
34
）  Ibid., p. 4.

（
35
）  Ibid., p. 4.

（
36
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso, op. cit., p. 115

及
びRED

I y CELS, op. cit., pp. 16 -17

に
お
い
て

「salvaguardias

」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
。

（
37
）  RED

I y CELS, op. cit., p. 16.

（
38
）   Ibid., p. 17.

（
39
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso, op. cit., p. 101. M

aría Pilar Suárez; D
aniela Belén H

errera Iturbe, op. 
cit., p. 3.

（
40
）  M

aría Pilar Suárez; D
aniela Belén H

errera Iturbe, op. cit., p. 3.

（
41
）  

実
際
に
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
「
成
年
後
見
関
係
事
件
の
概
況

―
平
成
29
年
1
月
〜
12
月

―
」（http://w

w
w.courts.go.jp/vcm

s_
 
lf/20180622kkoukengaikyou_h29.pdf

）
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
七
年
（
平
成
二
九
年
）
一
月
か
ら
一
二
月
に
お
い
て
、
検
察
官
に
よ
る
申
立
て

は
一
件
の
み
で
あ
っ
た
。

（
42
）  

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
検
察
庁
は
、
刑
事
事
件
に
関
し
て
活
動
す
る
検
察
庁
と
、
公
共
弁
護
を
担
う
弁
護
検
察
庁
の
二
つ
の
独
立
し
た
組
織
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
活
動
領
域
は
刑
事
事
件
に
限
定
さ
れ
な
い
。
刑
事
事
件
以
外
、
す
な
わ
ち
弁
護
検
察
庁
の
管
轄
は
、
児
童
・
青
少
年
、

障
害
者
、
難
民
、
移
民
、
及
び
犯
罪
被
害
者
等
に
関
す
る
司
法
ア
ク
セ
ス
や
裁
判
扶
助
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
検
察
庁
（
弁
護
検
察
庁
）
は
人
権
に

関
わ
る
問
題
を
広
く
扱
う
公
的
機
関
と
し
て
存
在
す
る
。
ま
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
も
、
検
察
庁
が
、
消
費
者
、
高
齢
者
、
及
び
児
童
・
青
少

年
に
関
す
る
集
団
的
利
益
保
護
に
お
い
て
積
極
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
つ
き
、
前
田
美
千
代
「
公
的
機
関
を
主
体
と
す
る
消
費
者
集
団
訴

訟

―
ブ
ラ
ジ
ル
検
察
庁
、
公
共
弁
護
庁
に
よ
る
同
種
個
別
的
利
益
の
実
現
と
憲
法
的
限
界

―
」
現
代
消
費
者
法
四
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）
三

〇
頁
。

（
43
）  LID

IA G
ARRID

O
 CO
RD
O
BERA; ALEJAN

D
RO
 BO
RDA; PASCU

AL E. ALFERILLO
; W
ALTER F. KRIEG

ER 

（Coord.

）, 
C
Ó
D
IG
O
 C
IV
IL Y C

O
M
ERC

IA
L C
O
M
EN
TA
D
O
, A
N
O
TA
D
O
 Y C

O
N
C
O
RDA

D
O
 1 TÍTU

LO
 PRELIM

IN
A
R LIBRO

S 
PRIM

ERO
 Y SEG

U
N
D
O
 A
RTÍCU

LO
S 1º A

 723, BU
EN
O
S AIRES: Astrea, 2015, p. 127.
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（
44
）  Ibid., pp. 127 -128.

（
45
）  Ibid., p. 128.

（
46
）  RED

I y CELS, op. cit., p. 15.
（
47
）  
実
際
に
、Cám

ara N
acional de Apelaciones en lo Civil, Sala A 

“HRJ

”. Causa N
o 63432/2002. 17/11/2015

等
が
あ
る
。

（
48
）  
民
商
法
三
五
条
：
個
人
面
接
。
裁
判
官
は
、
そ
の
状
況
に
従
っ
た
手
続
の
利
用
の
容
易
さ
及
び
合
理
的
配
慮
を
保
障
し
て
、
訴
訟
の
間
本
人
と

の
直
接
性
を
保
障
し
、
並
び
に
何
ら
か
の
決
定
を
発
す
る
前
に
個
人
的
に
面
接
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
検
察
庁
及
び
本
人
を

援
助
す
る
弁
護
人
は
出
廷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
49
）  

イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
司
法
サ
ミ
ッ
ト
（CU

M
BRE JU

D
ICIAL IBERO

AM
ERICAN

A

）
が
、
二
〇
〇
八
年
の
第
一
四
版
報
告
書
の
中
で
、

脆
弱
な
状
況
に
あ
る
人
々
の
司
法
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
基
本
規
則
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
策
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
司
法
サ

ミ
ッ
ト
の
加
盟
国
は
、
ス
ペ
イ
ン
及
び
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
計
二
三
カ
国
で
あ
る
。

（
50
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso, op. cit., p. 90.

（
51
）  LID

IA G
ARRID

O
 CO
RD
O
BERA; ALEJAN

D
RO
 BO
RDA; PASCU

AL E. ALFERILLO
; W
ALTER F. KRIEG

ER 

（Coord.

）, 
op. cit., p. 52.

（
52
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso, op. cit., p. 90.

（
53
）  Cám

ara Prim
era de Apelación en lo Civil y Com

ercial de San Isidro, Sala1. 

“BL

”. Causa N
o 10578/2015. 16/3/2017.

（
54
）  

民
商
法
三
七
条
：
判
決
。
判
決
は
、
訴
訟
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
利
益
を
有
す
る
者
に
関
す
る
以
下
の
点
に
つ
い
て
宣
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 
 

⒜
診
断
及
び
予
後
、
⒝
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
期
、
⒞
既
存
の
本
人
、
家
族
及
び
社
会
的
資
力
、
⒟
可
能
な
限
り
の
自
律
の
保
護
、
援
助

及
び
促
進
の
た
め
の
体
制
。

 
 

宣
告
さ
れ
る
た
め
に
、
学
際
的
チ
ー
ム
の
判
断
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

（
55
）  Lafferriere, Jorge N

icolás; Carlos M
uñiz, 

“ALG
U
N
O
S ASPECTO

S D
EL PRO

CESO
 RELATIV

O
 A RESTRICCIO

N
E D
E 

CAPACIDAD

”, Com
isión n

o 1, Privado Parte G
eneral: 

“Nuevas reglas referidas al régim
en capacidad de la persona hum

ana

”, 
2015, p. 5.

（
56
）  

職
種
別
社
会
医
療
保
険
と
は
、
雇
用
労
働
者
が
対
象
と
な
る
職
域
別
の
社
会
保
険
・
医
療
保
険
で
あ
り
、
社
会
医
療
保
険
が
直
接
運
営
す
る
医
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療
機
関
又
は
各
医
療
保
険
が
契
約
し
た
民
間
・
協
同
組
合
・
互
助
会
が
運
営
す
る
医
療
機
関
に
よ
り
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
（
宇
佐
見
耕
一

「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
社
会
保
障
に
お
け
る
協
同
組
合
・
互
助
組
合
の
役
割
」
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
レ
ポ
ー
ト
三
二
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
八
頁
）。

（
57
）  Lafferriere, Jorge N

icolás; Carlos M
uñiz, op. cit., p. 5.

（
58
）  Ibid., p. 3.

（
59
）  Ibid., p. 5.

（
60
）  
民
商
法
三
九
条
：
判
決
の
登
録
。
判
決
は
身
分
及
び
人
の
能
力
の
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
並
び
に
出
生
証
明
書
の
欄
外
に
明

記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
61
）  

民
商
法
四
四
条
：
判
決
の
登
録
後
の
行
為
。
身
分
及
び
人
の
能
力
の
登
録
簿
へ
の
登
録
後
に
な
さ
れ
た
、
判
決
に
所
定
の
内
容
に
反
す
る
無
能

力
者
及
び
制
限
能
力
者
の
行
為
は
、
無
効
で
あ
る
。

（
62
）  

民
商
法
四
五
条
：
登
録
前
の
行
為
。
無
能
力
者
又
は
制
限
行
為
能
力
者
に
損
害
を
与
え
、
及
び
以
下
の
点
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
場
合
、
判
決

の
登
録
前
に
な
さ
れ
た
行
為
は
無
効
と
宣
告
さ
れ
得
る
。

 
 

⒜
行
為
の
遂
行
時
に
精
神
疾
患
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
、
⒝
悪
意
で
契
約
し
た
者
、
⒞
無
償
の
行
為
。

（
63
）  Alicia B. Rajm

il; Luis Rogelio Llorens, op. cit., p. 115.

（
64
）  

民
商
法
四
〇
条
：
再
審
査
。
宣
告
さ
れ
た
判
決
の
再
審
査
は
、
本
人
の
請
求
に
よ
り
い
つ
で
も
な
さ
れ
得
る
。
三
二
条
所
定
の
場
合
に
お
い
て
、

判
決
は
、
新
た
な
学
際
的
意
見
に
基
づ
き
、
本
人
と
の
個
人
面
接
を
行
い
、
三
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
裁
判
官
に
よ
り
再
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 
 

検
察
庁
の
義
務
は
、
第
一
項
が
言
及
す
る
再
審
査
の
現
実
の
履
行
を
監
督
し
、
そ
の
際
、
裁
判
官
が
定
め
ら
れ
た
期
間
に
履
行
し
な
か
っ
た
場

合
、
再
審
査
を
行
う
よ
う
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。

（
65
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso, op. cit., p. 120.

（
66
）  

四
類
型
の
中
で
、
新
設
さ
れ
た
任
意
成
年
者
代
理
権
以
外
の
三
類
型
は
、
制
度
改
正
前
の
旧
法
に
そ
の
原
型
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
旧
法
に

つ
い
て
は
、
青
木
仁
美
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
成
年
後
見
法
制
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）、
現
行
法
に
つ
い
て
は
、
岡
孝
「
法
定
後
見
制
度
の
見
直

し

―
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
改
革
案
が
示
唆
す
る
も
の

―
」
実
践
成
年
後
見
六
八
号
（
二
〇
一
七
年
）
六
二
―
七
〇
頁
、
及
び
岡
孝
「
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
民
法
改
正
と
日
本
民
法

―
任
意
後
見
制
度
の
改
革
を
め
ざ
し
て
」
安
永
正
昭
＝
蒲
田
薫
＝
能
見
義
久
『
債
権
法
改
正
と
民
法
学
Ⅰ
　
総

論
・
総
則
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
二
八
三
―
三
一
二
頁
等
の
一
連
の
研
究
に
お
い
て
、
詳
細
に
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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（
67
）  

岡
（
二
〇
一
七
年
）・
前
掲
注
（
66
）
六
八
頁
。

（
68
）  

岡
（
二
〇
一
七
年
）・
前
掲
注
（
66
）
六
九
頁
。

（
69
）  

岡
（
二
〇
一
七
年
）・
前
掲
注
（
66
）
六
九
頁
。

（
70
）  
「
結
果
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
は
、「
否
定
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
決
定
を
本
人
が
行
っ
て
い
る
場
合
」
で
あ
る
（
一
般
的

意
見
第
一
号
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
五
）。

（
71
）  
岡
（
二
〇
一
八
年
）・
前
掲
注
（
66
）
二
八
九
―
二
九
〇
頁
。

（
72
）  

岡
（
二
〇
一
八
年
）・
前
掲
注
（
66
）
二
九
一
頁
脚
注
（
24
）。

（
73
）  

岡
（
二
〇
一
八
年
）・
前
掲
注
（
66
）
二
九
〇
―
二
九
一
頁
。

（
74
）  Cám

ara de Apelaciones de Com
odoro Rivadavia, Sala A. 

“RAL

”. Causa N
o 59 -2016. 28 -4 -2016.

（
75
）  

「
成
年
者
支
援
制
度
」
は
、
岡
孝
「
国
連
障
害
者
権
利
条
約
を
踏
ま
え
た
日
本
の
成
年
後
見
制
度
の
再
検
討

―
任
意
代
理
権
の
活
用

―
」

草
野
芳
郎
＝
岡
孝
『
高
齢
者
支
援
の
新
た
な
枠
組
み
を
求
め
て
』（
白
峰
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
八
七
頁
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

本
稿
に
お
い
て
は
こ
の
新
た
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

（
76
）  

山
城
一
真
「
後
見
類
型
論
の
行
方

―
ベ
ル
ギ
ー
成
年
後
見
法
改
正
（
２
０
１
３
年
）
を
例
と
し
て
」
実
践
成
年
後
見
六
八
号
（
二
〇
一
七

年
）
五
二
―
五
三
頁
。

（
77
）  

山
城
・
前
掲
注
（
76
）
五
一
頁
。

（
78
）  

成
年
者
支
援
制
度
に
お
け
る
意
思
決
定
代
行
機
関
を
「
後
見
」
と
し
た
理
由
は
、
そ
の
対
象
者
と
し
て
昏
睡
状
態
等
絶
対
的
に
意
思
疎
通
が
で

き
な
い
人
々
を
想
定
す
る
こ
と
か
ら
、
現
行
の
日
本
法
に
お
い
て
は
後
見
の
対
象
者
が
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

（
79
）  

長
瀬
＝
川
島
・
前
掲
注
（
5
）
一
九
七
頁
。

（
80
）  

司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
必
要
性
を
説
く
も
の
と
し
て
、
濱
野
亮
「
司
法
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
よ
る
総
合
的
支
援
」
立
教
法
学
九
三
号

（
二
〇
一
六
年
）
一
五
五
―
一
九
四
頁
。

（
81
）  

マ
シ
ャ
ド
・
ダ
ニ
エ
ル
『
ブ
ラ
ジ
ル
の
同
性
婚
法

―
判
例
に
よ
る
法
生
成
と
家
族
概
念
の
転
換

―
』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
二
〇
一

頁
。

（
82
）  

マ
シ
ャ
ド
・
ダ
ニ
エ
ル
・
前
掲
注
（
81
）
二
〇
一
頁
。

（
83
）  

わ
が
国
の
成
年
後
見
制
度
と
司
法
ア
ク
セ
ス
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
山
本
和
彦
「
わ
が
国
に
お
け
る
司
法
ア
ク
セ
ス
の
現
状
と
課
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題
」
実
践
成
年
後
見
六
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
七
―
五
六
頁
。
成
年
後
見
制
度
プ
ロ
パ
ー
の
問
題
点
と
し
て
、「
十
分
な
資
力
が
な
い
者
で

あ
っ
て
も
、
ま
た
資
力
が
あ
っ
て
も
何
ら
か
の
事
情
で
成
年
後
見
を
受
け
ら
れ
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
る
方

法
を
保
障
す
る
必
要
が
あ
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
同
五
六
頁
）。

山
口　

詩
帆
（
や
ま
ぐ
ち
　
し
ほ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
民
法
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
法


